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序     文 

 

日本国政府は、スリランカ国政府の要請に基づき、同国農業･畜産･土地･灌漑省の灌漑農業に係

る政府職員等の灌漑管理能力向上及び農民組織の育成のための調査を実施することを決定し、独

立行政法人国際協力機構がこの調査を実施することとなりました。 

当機構からは、本格調査に先立ち、本格調査の円滑かつ効率的な実施を図るため、平成 17 年 3

月 1 日から同年 3 月 19 日の 19 日間にわたり、同技術審議役 荒井  博之を団長とする事前調査

団を現地に派遣しました。 

同調査団は、スリランカ国政府関係者との協議並びに現地調査を行い、要請背景・内容等を確

認し、本格調査に関する実施細則（S/W）案を添付した協議議事録（M/M）に署名しました。 

本調査報告書は、本格調査実施に向け、参考資料として広く関係者に活用されることを願い、

取りまとめたものです。 

終わりに、本調査にご協力とご支援を頂いた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。 

 

平成 17 年 7 月 
 

独立行政法人国際協力機構 
農 村 開 発 部 
部  長  古  賀   重  成 
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第１章 調査の概要 

 

１－１ 要請の背景及び概要 

１－１－１ 背景 

(1) スリランカ国の農業の現状 

スリランカ国（人口約 19,000千人、面積約 66千 km2）では、全人口の 80％以上が農村部

に居住し、農業分野が GDPの 20％を占め、就労人口の 30％が農業に従事している。また、

全人口の約 5割が 10段階に区分された所得階層の最下層（貧困層及び外部要因等によって

貧困層に陥りやすい層）に属し、そのうち約 90％は農村部に居住している。農村部におけ

る高い貧困率は、農村部の主要産業である農林水産業の脆弱さによる収入の不安定と地域･

地場産業の未発達等に起因するものである。 

 農林水産業のなかでも稲作は最大の単一農産物生産部門であり、農業総生産の 30％を占

める。しかし、人口増に伴う農地保有の細分化及び生産コストの上昇による実質所得の低

下等により、一部の大規模経営地域を除き、稲作主体の中小規模農家の大半は十分な所得

の確保ができていない。特に本調査の対象地域である北中部州を含む乾燥地域の農村部で

は、農業以外の雇用機会が限られ、農外所得が期待できず、中小規模農家の大半が低い所

得水準から脱却できない状況にある。 

 

(2) 乾燥地域における灌漑農業の現状と課題 

スリランカ国は年間降水量 2,000mm以上の湿潤地域とそれ未満の乾燥地域に分かれる。  

本調査の対象地域である北中部州を含む乾燥地域では、降水量の地域的・時期的な変動が

大きく不安定なことから、伝統的に溜池に代表される灌漑システムに依存した農業が営ま

れてきた。また、この地域では灌漑用水は農業用水のみならず生活用水としても利用され

ており、灌漑施設の維持管理及び農業用水･生活用水の配分といった水管理は、かつては溜

池を中心とした伝統的な農民組織により行われてきた。 

 一方、1948 年の独立後、政府は大・中規模灌漑スキームの開発を進めたが、①農民に対

して積極的に参加を求めなかったこと、②入植に伴い伝統的な農民組織による管理体制が

十分に確立できなかったこと等により、農民は灌漑施設の維持管理及び水管理に関して政

府やドナーへ依存する体質が高まった。このため水管理が粗放となり、深刻な水不足を生

じる結果となった。これに対し、スリランカ国政府は 1980年代より灌漑施設の維持管理及

び水管理を農民に移管することにより、農業用水の効率的な利用及び財政負担の軽減を目

指してきたが、農民組織育成の経験不足等からその政策は目標を果たせていない。 

 これら不十分な灌漑施設の維持管理及び水管理に起因する水不足は、この地域の農業生

産を非常に不安定なものとしており、農村部の住民の所得向上を阻害する一因となってい

る。 

これらの背景から、スリランカ国政府は日本の有する土地改良区、農業協同組合などの

農民組織育成及び農民組織による灌漑施設管理、水管理などの総合的な灌漑管理の観点か

ら日本の経験を求めてきた。 
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１－１－２ 要請内容の概要 

灌漑施設の管理及び水管理を政府が農民組織の参加を得て適切に行っていくために、以下の

事項について必要な点を明らかにする。 

-  大規模灌漑地区の灌漑システムの管理を農民組織の参加を得て適切に行っていくために必要  
な農業･畜産･土地･灌漑省灌漑局及び灌漑管理部の組織の能力向上 

-  農民組織と共同で行う灌漑システムの管理 
-  持続可能な灌漑農業を行うための農民組織の育成 

-  稲作の環境への影響及び水質保全対策 

注）｢灌漑管理｣とは、灌漑施設の維持管理、水管理（量･質）についての圃場レベルから灌漑シス

テム全体（時には流域水資源管理の一部を含む）の管理運営を指す。 

 

１－２ 事前調査の目的 

本調査団派遣の目的は、本格調査に係る調査方針等の実施細則（S/W）（案）について、相手国

政府と合意の上、協議議事録（M/M）に互いに署名し締結すること及び関連するドナーからの情

報も含め、本格調査実施計画策定のために必要な情報の収集を行うことである。 

 

１－３ 団員構成 

 氏   名 担当分野 所  属 ･ 役  職 

1 荒井 博之 総括 （独）国際協力機構 農村開発部  
技術審議役 

2 前田  茂 水管理 農林水産省 大臣官房国際部国際協力課  
海外技術協力官 

3 長野 誠司 水利行政/制度 農林水産省 農村振興局設計課  
施工技術専門官 

4 大沢 英生 農民水利組織 1 （独）国際協力機構 国際協力総合研研修所  
広域調査員 

5 加藤 和憲 農民水利組織 2 （独）国際協力機構 国際協力総合研修所  
国際協力専門員 

6 渡辺  守 調査企画 （独）国際協力機構 農村開発部第 2グループ 
畑作地帯第 1チーム 職員 

 

１－４ 事前調査の日程 

2005年 3月 1日～3月 19日（19日間） 

先発 3月 1日～3月 12日（現地調査と S/W案協議）：荒井団長、前田団員、長野団員、 

大沢団員、渡辺団員 

後発 3月 10日～3月 19日（現地調査）：加藤団員 
 

 

 

 

 

 



 3 

団員 1：荒井団長、団員 2：前田団員、大沢団員、渡辺団員、団員 3：長野団員、団員 4：加藤団員 
行  程 宿泊地 

月日 曜
日 団員 1 団員 2 団員 3 団員 4  

3月 1日 火 成田発（JL703 15：55）→バンコク着 
（20：55） 
バンコク発（TG307 22：10）→ 

  
別調査団で 
コロンボに 
滞在 →コロンボ着（00：30） 3月 2日 水 

JICA事務所打合せ、財務省表敬、大使館表敬、 
JICA専門家打合せ 

 

コロンボ 

3月 3日 木 JBIC打合せ、灌漑局表敬、農業・畜産･土地･灌漑省 
表敬、S/W 協議（1）（先方関係機関プレゼンテーショ
ン含む） 

 
コロンボ 

3月 4日 金 現地調査（ガルガムワ灌漑研修所、ガルガムワ灌漑 
事務所他） 

 アヌラー
ダプラ 

3月 5日 土 現地調査（アヌラーダプラ灌漑事務所、農民組織、 
ラジャンガナ灌漑事務所他） 

 
コロンボ 

3月 6日 日 灌漑管理部、灌漑局と打合せ  コロンボ 
3月 7日 月 現地 ODAタスクフォースへの報告、 

マハヴェリ開発庁・世界銀行・IWMI表敬 
 

コロンボ 

3月 8日 火 （休日）FAO表敬、S/W案作成  コロンボ 
3月 9日 水 S/W協議（2） コロンボ発（TG308  

01：50）→バンコク  
バンコク→成田着 
（JL708 16：10）  

 

コロンボ 

3月 10日 木 S/W協議（3）、M/M署名  成田発（JL717 10：
55）→バンコク 
バンコク→コロンボ
着（CX703 23：45） 

コロンボ 

3月 11日 金 JICA事務所報告、大使館報告 
団内打合せ 

 団内打合せ 
コロンボ 

3月 12日 土 コロンボ発（TG308 01：50）→ 
バンコク 
バンコク→成田着 
（JL708 16：10） 

 
 

補足調査、情報収集 
 アヌラー

ダプラ 

3月 13日 日   補足調査、情報収集 アヌラー
ダプラ 

3月 14日 月   補足調査、情報収集 コロンボ 
3月 15日 火   補足調査、情報収集 コロンボ 
3月 16日 水   補足調査、情報収集 コロンボ 
3月 17日 木   補足調査、情報収集 コロンボ 
3月 18日 金   補足調査、情報収集 コロンボ 
3月 19日 土   コロンボ発（TG308 

01：50）→バンコク 
バンコク→成田着
（JL708 16：10） 

 

 

１－５ 訪問先及び主要面会者 

＜コロンボ＞ 

(1) 農業･畜産･土地･灌漑省（Ministry of Agriculture, Livestock, Lands and Irrigation） 

Mr. Tissa Warnasuriya（Secretary） 

Mr. B. M. S. Samarasekera（Additional Secretary (Irrigation Development)） 

Mr. K. S. R .De. Silva（Director General, Department of Irrigation） 
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Mr. K. A. U. S Imbulana（Director (Water Resource Division)) 

Mr. J. W. M. R. T. Seimon（Director (Engineering)） 

Mr. D. S. Pattiarachchi（Director (Planning)) 

Mr. S. Selvarajah（Consultant） 

Mr. A. D. S. Gunawaradana（Director (Special Projects)） 

Mr. Mrs. P. A. S. M. Samarasekera（Director (AM & IM), Irrigation Department） 

Mr. S. A. P. Samarasinghe（Director, Irrigation Management Division） 

Mr. H. M. Jayathilaka（Senior Deputy Director (IM), Irrigation Department） 

Mr. K. R. P. M. Mullegamgoda（Additional Director (Engineering), IMD） 

Mr. A. P. R. Jayasinghe（Additional Director (Agronomy), IMD） 

 

(2) 財務省（Ministry of Finance and Planning） 

Mr. J. H. J. Jayamaha（Additional Director General, Department of External Resources） 

Mr. MPDUK Mapa Pathirana（Director, Department of External Resources）  

 

(3) 世界銀行（World Bank） 

Mr. Terrence Abeysekera（Senior Agriculture Economist） 

 

(4) IWMI（International Water Management Institute） 

Mr. Gerard O’Donoghue（Deputy Director General） 

 

(5) FAO（Food And Agriculture Organization of the United Nations） 

Mr.Daniel Renault（Senior Officer, Irrigation System Management Land and Water Development   
Division） 

 

(6) Mahaweli Authority 

Dr. M. A. U. Tennakoon/ Director General 

 

(7) 日本大使館 

タスクフォース 

須田大使 

軽部公使 

川口参事官 

大西書記官 

宮原書記官 

岩下書記官 

福山書記官 
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(8) 国際協力銀行（JBIC） 

江島コロンボ首席駐在員 

上村コロンボ駐在員 

 

(9) JICA専門家 

平岩専門家 灌漑政策アドバイザー 

河口専門家 農業振興計画アドバイザー 

 

(10) JICAスリランカ事務所 

植嶋所長 

坂田次長 
後藤職員 

Dr. S. M. Punchibanda 

 

  ＜アヌラーダプラ等＞ 

(11) ガルガムワ灌漑研修所 

    Mr. Moham（Director, Irrigation Training Institute） 

 

(12) ガルガムワ灌漑事務所 

     Mr. Indrapala（Irrigation Engineer）  

 

(13) アヌラーダプラ灌漑事務所 

Mr. Franky Perera（Irrigation Engineer） 

 
１－６ S/Wの結果及び合意事項 

  (1) 調査名 

     農業･畜産･土地･灌漑省灌漑管理部及び灌漑局との協議により、調査名称は以下のとおりと

した。英文名称をもとに以下の和文名称案を作成し、帰国報告会で報告し承認を得た。 

英文名称：The Study on Increasing the Capacity of Integrated Management in Irrigation Sector  
in Sri Lanka 

和文名称：スリランカ国灌漑分野に係る総合的管理能力向上計画調査 

  

(2) 実施受入機関 

     要請書に基づき農業･畜産･土地･灌漑省灌漑管理部及び灌漑局と協議し、実施受入機関は、

農業・畜産･土地･灌漑省灌漑管理部及び灌漑局とすることを確認した。 

 

(3) 調査の目的 

1) 農業･畜産･土地･灌漑省灌漑管理部、同省灌漑局及びその他関連政府職員の灌漑分野に係

る総合的な管理能力を高めるための計画を作成する。 
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2) 農民組織の灌漑分野に係る総合的な管理能力を高めるための計画を作成する。 

3) 調査の実施を通して灌漑分野の管理に係る相手国カウンターパート（以下、「C/P」）の計

画策定能力が向上する。 

 

(4) 上位目標 

     政府機関により「灌漑分野に係る総合的管理能力向上計画」に基づく研修が実施され、ま

た、同立案計画及び実施マニュアルが政府職員及び農民組織に利用されることにより、以下の

事項が実施されるとともに、ひいては農民の生活水準の向上が図られる。 

1) 政府職員による灌漑施設の維持管理及び水管理が適切に実施される。 

2) 農民組織による灌漑施設の維持管理、水管理及び営農等が適切に実施される。 

 

(5) 調査対象地域 

      調査対象地域は、アヌラーダプラ県内のナッチャドゥワ大規模灌漑地区（Nachchaduwa 

Scheme、面積：2,607ha、農家戸数：2,935戸）とラジャンガナ大規模灌漑地区（Rajangana Scheme、

面積：5,723ha、農家戸数：7,400戸）の 2地区を中心に、近隣の中小規模灌漑地区を含む地域

とする。なお、小規模灌漑地区は現在利用できる最良の管理活動を特定し、検討するために調

査対象に含める。 
 

(6) 基本的なアプローチ 

①参加型手法の採用 

     地域の農業振興を直接指導している現場政府組織及び農民組織をターゲットグループとし、

これらの組織の一体的な能力向上を図るため、参加型手法を採用し、きめ細かな調査を実施す

る。参加型手法とは、政府職員、農民組織、そして本格調査団員が一体となって課題に取り組

むことを意味する。 

②総合的なアプローチ 

   農業を取り巻く様々な課題に適切に対応するため、灌漑施設の維持管理、水配分のみなら

ず営農（作物の多様化等）、農産物加工、市場流通等を含めた調査を行い、水利用の効率化に

向けた総合的な検討を行う。このように他分野にわたることを指してマルチセクター手法と

呼ぶこととする。 

③他事業との連携 

   特に日本政府が支援する実施中の開発協力事業と協力する。 

 

(7) ステアリング・コミッティー 

   円滑な調査実施のために幅広い分野の協力が必要なことから、農業・畜産・土地・灌漑省

次官を長とし、次のメンバーで構成されること、また本格調査期間中は少なくとも 3 回は開

催することを同意した。 
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①スリランカ国側 

農業・畜産・土地・灌漑省灌漑部門担当次官補、同省計画部長、同省水資源部長、同省灌漑

局、同省農業局、同省農業開発局及び財務省対外援助局、同省国家計画局等 

②日本国側 

本格調査団、JICAスリランカ事務所、日本大使館、JBICコロンボ駐在所等 
 

(8) C/P 

     農業・畜産・土地・灌漑省は、本格調査開始前に C/Pを配置する。 

 

１－７ 本格調査の内容 

 本調査は 2005年 7月 6日にスリランカ国実施機関である農業・畜産・土地・灌漑省と同意・署

名された実施細則（S/W）及び協議議事録（M/M）に基づき実施するものである。 

 本調査では、既存資料の収集及び現地調査を通じたデータの収集・分析を行い、対象地域にお

ける灌漑分野の現状及び課題を把握の上、これを改善するための「灌漑分野に係る総合的管理能

力向上計画（案）」を作成し、同計画（案）を検証した上で改良し、完成させるものである。 

(1) アウトプット（成果） 

   調査のアウトプットは以下の 2点とする。 

1)「灌漑分野に係る総合的管理能力向上計画」 

  本計画の想定される内容は以下の通り。 

①灌漑施設の維持管理改善計画 

②水管理改善計画 

③農民組織の運営能力向上計画 

④営農改善計画 

⑤農産物加工・貯蔵・流通改善の方向性 

⑥政府職員及び農民組織の研修計画 

2)「灌漑分野に係る総合的管理能力向上計画」の作成過程を取りまとめたマニュアル 

 

(2) 調査の手順 

【灌漑分野に係る総合的管理能力向上計画（案）の作成】 

1) 国内及び現地における資料収集、現地調査を通じて、政府職員及び農民組織の活動状況、

課題等を把握する。 

2) 対象地域における灌漑施設の維持管理及び水管理、営農、農産物の加工・貯蔵・流通等の

現状を把握するためのデータ収集及び分析を行い、政府職員及び農民組織の管理能力向上

のために必要な課題の抽出を行う。 

3) 抽出された課題を改善するための「灌漑分野に係る総合的管理能力向上計画（案）」を作成

する。 
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【灌漑分野に係る総合的管理能力計画案の検証及び計画の完成】 

1)「灌漑分野に係る総合的管理能力向上計画(案)」に基づき、参加型及びマルチセクター手法

により、同計画（案）を検証する。 

2) 上記1)の検証結果に基づき同計画（案）を評価し、大・中規模灌漑地域における政府職員

及び農民組織の管理能力向上のための適切な「灌漑分野に係る総合的管理能力向上計画」

を改訂する。 

3)「灌漑分野に係る総合的管理能力向上計画」の一部となる政府職員及び農民組織の研修計画

を作成し、「灌漑分野に係る総合的管理能力向上計画」を完成させる。 

4)「灌漑分野に係る総合的管理能力向上計画」を作成するための作業過程をマニュアル化する。 

 

(3) 調査工程 

     本件調査は、平成 17年 8月中旬に開始し、約 8カ月後に終了する予定である。工程計画は

次の通り。 

 

2005年 2006年      時期  
事項 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

 
 

現地調査 
 

国内作業 
 

        

報告書  IC/R   P/R-1  P/R-2 DF/R F/R 
IC/R ： インセプション・レポート   P/R-1 ：プログレス・レポート 1 
P/R-2 ： プログレス・レポート 2   DF/R ：ドラフト・ファイナル・レポート 
F/R  ： ファイナル・レポート 

  

(4) インプット（投入） 

①コンサルタント 

   本調査に必要な技術分野及び調査団員に期待する役割以下の通り。当該経験、知識を持つ

コンサルタントの配置を想定している。 

ア．総括／研修計画 

    灌漑管理から農業所得向上に至る技術的、制度的、人的要因を総合的に分析し、スリラ

ンカ国の風土に適合する形で改善策を検討・提案するよう業務を総括するとともに、政府

職員及び農民の研修ニーズを把握し、灌漑農業に関するよう業務するとともに、政府職員

及び農民の研修ニーズを把握し、灌漑農業に関する総合的な管理能力向上を図るための持

続可能な研修計画を作成する。 

イ．水管理／灌漑施設管理 

    水管理・施設管理について、考え方の歴史的な変遷、現在の行政及び農民による管理実

態及び技術的な課題を把握し、水資源利用の効率性向上の観点から、水資源の状況、水源

地の状況及び水の反復利用の実態を踏まえた、灌漑システム全体の最適な水管理・施設管

理方法を検討する。さらに、農民参加の可能性等について検討し、農民参加型の灌漑管理

を促進する水管理・灌漑施設管理計画を作成する。 
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ウ．農民組織運営 

    農民組織、水、土地、金融等に関連した法制度及び具体的措置を整理・分析するととも

に、灌漑管理から農業生産に関する農民組織の運営について実態を把握・分析し、改善策

について検討する。また、稲作一辺倒から作物栽培の多様化が進む中で、組合費・維持管

理費用の徴収など農民組織強化及び農民組織による水管理・灌漑施設が円滑に行われるた

めの条件整備について検討し、農民組織の運営能力向上計画を作成する。 

エ．営農 

稲作、作物栽培の多様化、有機栽培、投入材（肥料、農薬、種子等）、農業機械、労働等

について実態を把握・分析し、また水の反復利用の実態を踏まえ水質・土質などの農産物

栽培環境への影響を評価し、地域資源を有効利用する持続的な農業生産、生産性向上、農

業所得向上を図る観点から、圃場レベル及び団地レベルでの共同生産を含む最適な営農改

善計画（栽培計画、土地利用計画等）を作成する。 

オ．農産物流通 

    農産物の高付加価値化（加工、貯蔵等）、流通について、農民組織及び農民の活動実態、

生産物の品質・規格、高付加価値化の基準水準、取引業者等との関係、市場価格及び道路

網等の流通基盤の状況を把握し、課題の抽出を行い、農業所得向上を図る観点から共同集

出荷を含む改善方法の検討・提言を行う。 
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第２章 本格調査実施上の留意点 
 

２－１ 調査の基本認識 

(1) 灌漑分野でのこれまでの協力 

これまでに我が国はスリランカ国に対して主として 2 つの目的をもって灌漑分野の協力を
実施してきた。1 つは、マハヴェリ河開発における入植地総合開発に代表される新規の水資
源・灌漑開発に対する協力であり、主に灌漑農地の外縁的拡大による農業総生産の増大を目

的とするものである。もう 1 つは、既存施設の改修と施設の維持管理及び水管理への支援を
組み合わせた既存システムのリハビリに対する協力であり、灌漑施設及び水資源の効率的な

利用による生産性の向上を目的としたものである。これらを主にしたハード面での協力は、

スリランカ国の米自給率を独立直後の 40％（1950年）からほぼ自給レベルまで引き上げるの
に貢献した。 
 今回実施予定の開発調査では、これら過去の灌漑分野における協力実績を踏まえ、これま

でに対象としてこなかった政府職員及び農民組織の管理能力向上という、ソフト中心の協力

により実現するための計画を作成する。また、貧困対策の視点から、同計画策定プロセスに

おいて、十分な所得が確保できない中小規模の農家が多数存在する乾燥地域の農村部におけ

る灌漑農業を通じた所得向上のための手法を確立する。 
 

(2) 総合的な対策の必要性 

調査対象の乾燥地域農村部に居住し、稲作主体により生計を立てている中小規模農家は、  
稲作からの所得だけでは必要な所得を確保できず、農外所得へのアクセス方法も限られてい

るのが現状である。この状態が継続すれば、さらなる農地保有の細分化、水資源の逼迫によ

り、これら地域では、貧困層が増加する可能性が高い。また、スリランカ国の人口は 2036年
には 2,300万人に達すると予測されており、これに対応するため、今後一層の農業生産の拡大
が必要である。しかし、その担い手となる稲作主体の中小規模農家が貧困層に転落する事態

になれば、地域或いは国家レベルでの食糧安全保障の危機につながる。 
 これを回避するため、農業分野においては、生産コストの削減及び水利用の効率化等によ

る土地生産性の向上、畑作物の導入による生産の多様化、生産の組織化（農民の組織化、土

地利用の集団化、集出荷の共同化等）を総合的に組み合わせることにより、中小規模農家の

所得を向上させ、安定させるための取り組みが必要である。 
 

(3) 農民組織の実態 

      農民組織への水管理に係る権限委譲に関し、法律等の面で曖昧な点を残しており、期待さ

れる成果があがってないと指摘されている。調査地域では、灌漑法に基づき召集される PMC 
（Project Management Committee）と呼ばれる行政機関職員と農民組織によって運営される会議
により水利調整が行われている。一方、耕作期間の前に貯水池からの用水供給の開始時期や終

了時期などを決定するカンナ会議があり、PMC はカンナ会議をフォローする役割となってい
る。農民主体で水管理を行うには農民組織が十分、適切に機能することが必要不可欠である。

よって、水管理、施設の維持管理、営農等に関する現状が明らかでない農民組織の実態調査を

通して、その背景、カンナ会議や PMCの目的、会員資格や会員数、それらの会議による決定
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事項の強制力、違反した場合の罰則、変更する場合の手続き等を把握する必要がある。 
   さらに、農民組織の育成強化及びこれと密接に関連する水・土地に関する法律の制定経緯

とそれを実施するためにとられた措置について整理した上で、現状での問題点の洗い出しと

改善策の提案が必要である。 
 
２－２ 調査実施上における留意点 

(1) アジア・モンスーン地域等における灌漑管理に関する情報収集・整理 

スリランカ国以外の国々でも、灌漑管理について農民組織への権限委譲に際し、曖昧な点を

残したままの形で実施に持ち込まれたため期待された成果が上がっていないという共通の問

題点が指摘されている。このことから、スリランカ国における改善方法を検討する上で必要

な、例えば、農民組織運営上の不明瞭な点、組合費・水利費用の徴収、水の不法使用に関す

る規制、施設維持管理上の責任、施設改修の費用負担などに関して、各国の状況を情報収集

し、スリランカ国における状況と比較しつつ整理し、水利行政及び水利用に関する制度上の

論点を明らかにすることとする必要がある。 

 

(2) 既存資料・情報の追加収集と分析 

スリランカ国の農業、灌漑分野における政府の方針、政府職員のキャパシティ・ビルディン

グ、農民組織の発展の背景や経緯、地域性の特徴等、関連情報を収集、分析する。1960 年代
に行われたマハヴェリ河の灌漑開発の調査結果、1970 年代に実施された F/S 調査の結果、さ
らには 1980年代以降のマハヴェリ・システム C及び H地区での調査及び事業実施結果等、既
存の資料も十分に活用すべきである。また、International Water Management Institute（IWMI）
や FAOの持つ情報も活用できる。 

 
(3) 現地踏査 

農業生産性、水利用の効率性、農業所得の向上及び農民組織強化等について検討する上で必

要な基礎情報を得るため、調査地区内で以下のような調査を行う必要がある。 

 水文、水質（灌漑用水としての水質と生活用水としての水質の適否）、地形、土質・地質等 
の環境自然条件調査 

 調査地区内水収支、水利調整等を含む灌漑状況調査 
 土地所有形態、土地利用現況等を含む社会条件調査 
 農家経済調査 

 

(4) 対象地域の図化 

本調査では、受益面積の確定、境界作成、農地区画図の作成を行う必要がある。地区面積及

び地区境界が正確にわからないため、水管理上困難が生じている。末端の水管理を検討する

ために農地区画図が必要である。また、農地区画図は、各区画の土質、排水状況、作付け状

況等の情報を追加することにより、生産計画・土地利用計画を検討するためにも用いられる。 

イメージとしては、大規模灌漑地区では、ナッチャドゥワ灌漑地区で 6ブロック、ラジャン
ガナ灌漑地区で 9 ブロック、中規模灌漑地区で 2 ブロック、小規模地区で 2ブロック程度の
区画を定めた区画図とする。1ブロックあたりの農地面積は 200ha程度と想定される。 
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(5) 現況調査 

とりわけ調査する項目は、水管理、灌漑施設の維持管理、営農（作物の多様化を含む）、投

入材（肥料、農薬等）、農業機械、高付加価値化（加工、貯蔵等）、金融、流通などが挙げら

れる。 

水管理を例にすれば、水管理についての考え方の歴史的な変遷、行政が水管理でどのような

権限を行使し責務を負っているか、農民側の意向がどれ程反映されているか、法制度等によ

り、その内容が明文化されたものとして存在しているのか、それとも慣例として行われてい

るのか等、調査対象地区の現況を詳しく調査する。 

 

(6) 実態調査 

政府職員の管理能力の実態、研修制度の現状、末端水路の管理を行う農民組織、PMC やカ
ンナ会議による水利調整の実態、政府職員と農民組織の関係等について実態調査を行う必要

がある。 

 

２－３ 関連事業との連携 

(1) PEACE事業との連携 
PEACE事業は、1999年～2000年に JICAが実施した開発調査「スリランカ国乾燥地域灌漑
農業総合再開発計画調査」で作成されたマスタープラン（以下、「M/P」）及びフィージビリテ
ィ調査（以下、「F/S」）をもとに事業化されたものである。この事業は、中部及び北東部州を
対象とし、ため池灌漑事業改修を軸とした農村総合開発事業に関するコンサルティング・サ

ービスを実施する。事業内容は、灌漑施設のリハビリ、所得向上、農村金融、農民組織の強

化、農業普及、マーケティング等を参加型により農民主体で行うもので、総合的な農村復興

開発を目指し、農民を対象にコンサルタントが直接支援することに主眼が置かれている。 
     一方、本開発調査では、政府職員等行政組織を主体とし、灌漑・水管理をメインとしつつ
総合的な管理能力を向上させることを目的とする。 

     したがって、本調査における行政組織及び農民組織主体のアプローチが、PEACE事業にお

ける農民組織主体のアプローチと一体となって行われることにより、相乗効果が生まれ、持続

的な成果の発現が可能となるよう配慮する必要がある。 

（参考）本調査と PEACE事業との比較 

研修科目 
区分 研修対象者 

水管理 水利調整 営農 
施設の改修 

本調査 行政組織主体 ○ ○ ○ － 

PEACE事業 農民組織主体 ○ － ○ ○ 

注）○は実施対象、－は実施対象外 

 

(2) JICAの他スキームとの整合性 
支援のプログラム化の流れもあり、国際協力銀行（以下、「JBIC」）の資金協力や草の根の
スキームを含めた全体のストーリーを長期的展望も見据えて計画を策定する必要がある。し

っかりとした技術移転をするという観点から、シニアボランティアや協力隊などを C/P 機関
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に配置する可能性も考慮に入れ、専門家派遣や技術協力プロジェクト等、JICA の他のスキー
ムとどのように絡ませる可能性があるかを探る必要もある。JICA スリランカ事務所や農業分

野の JICA派遣専門家の協力を得つつそれぞれの関係者との意見調整に留意すべきである。 
 

(3) 他ドナーとの協力 

FAO は、灌漑局（ID）によるガルガムア灌漑研修所への援助要請を採択している。援助の
内容は、灌漑分野の研修指導員のトレーニング及び研修施設の拡充である。ただ、FAO は、
現在津波の復旧援助に注力しており、今後の研修所への援助開始時期は未定である。灌漑局

の技術者を対象として灌漑施設の建設のための測量、設計・施工技術、灌漑・排水技術、水

管理技術などの研修を実施しているガルガムア灌漑研修所は、本開発調査の C/P 職員の研修
を行うが、研修内容は現時点で不明な部分があり、また研修方法も座学中心であることから、

現場での実践に必要な研修項目が含まれているか本調査中に検討する必要がある。 
 

(4) C/P機関の主体性 

事前調査時に署名した協議議事録において、C/P機関である農業・畜産・土地・灌漑省灌漑
局（ID）及び灌漑管理部（IMD）を本調査業務の C/P として指名している。調査実施にあた
っては、これら C/P との共同作業を基本とし、本調査実施を通じて今後 ID や IMD が自ら他
県の M/P を策定できるよう技術移転を図る必要がある。マニュアルの作成過程においても、
C/P 機関の人材が同様のマニュアル作成を自ら行えるキャパシティを身につけることができ
るように作業の進め方に留意する。 

 

(5) セミナー 

スリランカ国側関係者と共にセミナーを開催し、各関係行政機関、県政府レベルの関係者、

農民組織代表、他の協力ドナーや研究機関等を対象とする。なお、セミナー開催の際には英

文プレスリリース（案）を作成する。 

例えば、日本が経験を有している土地改良区、農業協同組合、米生産・販売に係る政策の

紹介や、水利組合や農業及び流通に関連する農民組織の他国の事例紹介とともに、スリラン

カ国における我が国支援の成功事例なども幅広く広報するための内容にする必要がある。 

 

(6) ステアリング・コミッティー 

    円滑な調査実施のために、ステアリング・コミッティーで意思疎通、意思統一を図ること

は重要である。先方実施機関を始めとするスリランカ国政府のみならず、日本国側のメンバ

ーとも十分調整しながら実施し、インセプションレポートの内容確認なども鋭意行うことと

なっている。 
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第３章 現地調査結果詳細 

 

現地調査は、スリランカ国における乾燥地域の代表的な地域であるとともに、日本に円借款事

業「農村経済復興開発計画（Pro-poor Economic Advancement and Community Enhancement Project）」
（略称：PEACE事業）の対象である北中部州アヌラーダプラ県を中心に実施した。 
 

３－１ 上位計画 

３－１－１ 国家開発計画における農業開発の位置づけ 

スリランカ国政府の農業分野に関する新 5 カ年計画案（2004年）によれば、①農産物はでき
る限り自給を目指し、米については自給率 100％を目標とする、②多様な農業の展開により農業
従事者の生計の安定を確保する、③農産物生産の持続的増加を図る、の 3 点を優先課題として
位置づけている。 
これらの課題を達成するためには、中小規模の稲作農家を対象に、生産コストの削減、水利

用の効率化等による土地生産性の向上、畑作の導入による生産の多様化、生産の組織化（農民

の組織化、土地利用の集団化、集出荷の共同化等）を組み合わせた総合的な対策が必要である。

特に、灌漑農業分野においては、水資源の効果的かつ公平な利用を通じた灌漑面積の拡大及び

畑作物の生産拡大等による生産性及び所得の向上が不可欠であり、そのためには政府職員及び

農民組織の灌漑分野に係る総合的な管理能力の向上が必要となっている。 

  

３－１－２ 我が国の援助計画 

平成 16年 4月に作成された我が国の対スリランカ国別援助計画の援助重点分野として掲げら
れている“生活基盤および経済基盤の整備”の中に、「地域開発および貧困撲滅という観点から

灌漑に関連するプログラム及びプロジェクトを支援する必要がある」と記載されていることか

ら、本調査はこれらの支援の一環として位置づけられる。 
我が国の灌漑開発の事業に焦点をおいて見てみると、JICA による開発調査「乾燥地域灌漑農

業総合再開発計画調査」(2000年 10月完了）においては、灌漑施設の改修を中心とした 100地
区分の農村開発にかかる M/Pが策定され、優先する 5地区においてフィージビリティープラン
が策定された。 
その開発調査を基礎に、JBICにより有償資金協力「農村経済復興事業（通称：PEACE）プロ
ジェクト」のパッケージ 1において 100地区の事業化が図られる予定である。なお、PEACEプ
ロジェクトは 2002年 12月に JBICアプレイザルミッションが派遣、2003年 3月にローンが締結
され、現在事業着手にかかる事前調整を図っている。本プロジェクトの事業内容を表 3-1に示す。
特に農民組織による末端灌漑施設改修や農民自らが農村開発にかかる行動計画を作成・実施す

ることに力点をおき、持続的な農業農村開発を目指している。 
なお、PEACEプロジェクトは農業農村開発の主体として、農民組織であるファーマーズ・カ
ンパニーを想定している。ファーマーズ・カンパニーは 1990年代後半から、灌漑管理部（以下、
「IMD」）所管の大規模灌漑地区において、農民組織をより経済的に行うため、農民から株式を

集めて株式会社を設立し、稲の種子生産、肥料・農薬の販売、生産物の共同出荷等により利益

を生み出し、農民に配当をもたらすとともに、大規模灌漑地区の維持管理を灌漑局（以下、「ID」） 
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から移管することを期待している。ただし、2004 
年の政権交代により、灌漑施設を農民組織に全面  

移管するのではなく、政府と農民組織による共同 
管理の方向を模索している。 
本開発調査「灌漑分野に係る総合的管理能力向  
上計画調査」では、農村開発の調整を担うプロジ 
ェクト運営委員会（以下、「PMC」）を対象に、住 
民参加型による実証調査実施し、政府職員の灌漑 
分野に係る総合管理能力向上のための行動計画 
を策定することとしている。これにより、フィー 
ジビリティープランの策定されていない 95地区 
のフォロー及びドライ・ゾーンにおける他の大・ 
中規模の灌漑地区での住民参加型による総合農 
村開発が期待されている。 

   

本格調査の対象地域における地域開発の流れについて、表 3-2に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

表3-1 PEACEプロジェクトのパッケージ 1 
の事業内容 

1) 農民組織強化計画 

2) ため池、幹線水路改修事業 

3) 末端水路改修 

4) 農道改修 

5) 農業普及 

6) 水管理・施設時管理にかかる教育訓練 

7) 市場・流通強化 

8) 農村金融 

9) 所得向上プログラム 

10) 農民支援体制、組織強化 

11) 農村生活基盤改善 

表3-2 地域開発の流れ 

1) 小規模灌漑開発：住民の自主的な灌漑管理  

2) 独立後の大規模灌漑開発：トップダウン型の計画策定による灌漑施設整備 

3) 大規模灌漑施設改修マハヴェリ H等：住民参加型の計画策定による灌漑施設改修 

4) 開発調査 1「乾燥地域灌漑農業総合再開発計画調査」：M/P:100灌漑地区、F/S:5灌漑地区  
住民参加型の計画策定 

5) 開発調査 2「灌漑分野に係る総合管理能力向上計画調査」：PMC構成員を対象とした灌漑 
分野に係る総合管理能力向上計画 

6) JBIC｢農村経済復興事業 PEACE（Pro-poor Economic Advancement and Community  
Enhancement）Projects｣：開発調査 1の事業化 対象はM/Pをおこなった 100灌漑地区 
Farmer Company（FC）によるリハビリ、FC能力向上 

7) 来開発調査 2事業化：（必要があれば技術協力：技プロ等） 
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３－２ ドナーの動向 

(1) JBIC 

    円借款事業として前述した PEACE事業が実施されている。現在、業者が確定し、具体的な
事業の内容をスリランカ国政府と協議している最中である。しかし、JBIC コロンボ駐在員事
務所で聞き取ったところ、実態としてはスリランカ国政府の中に日本のコンサルタントが事

業を実施することに異を唱える（自らできるとする）勢力があり、協議が進んでいない状況

にある。事態を打開するべく 2005年 6月を目途に専門家を派遣する予定である。 
 

(2) FAO 
スリランカ国政府から要請された、「ガルガムワ灌漑研修センター強化計画」を採択してい

る。要請内容は、灌漑分野の研修指導員（10 名を予定）のトレーニング及び研修施設の拡充
であり、それらの実施が計画されたが、津波災害の緊急対応のため「ガルガムワ灌漑研修セ

ンター強化計画」は 2006年以降に実施する予定である。 
 

(3) 世界銀行 

    世界銀行の取組みとしては、参加型の CDD Projectと呼ばれる事業を実施している。また、
支援する内容について住民と合意をした優先順位に基づいて実施するもので、オーナーシッ

プの醸成にも力を入れている。そして、Build Demanding Systemという方式を採用し、需要に
応じた協力を行っている。                                        

 
３－３ 組織／行政 

(1) 農民組織（Farmers’ Organization） 
農民組織の主な活動は、我が国の水利組合（土地改良区）的なものに加え、農協的なもの

も含む幅広いものである。具体的には、①水管理、②水路の清掃、③施設修理、④ゲートの

ペインティング及びオイル差し、⑤種・肥料の農民への配布、⑥病虫害発生時における被害

状況の調査及び Agriculture Officerへの報告、⑦銀行からの資金借り入れ斡旋、⑧作付け作目

の決定などである。 

農民組織は農民に対し、組織の運営費負担及び水路の清掃活動等を課している。このうち

水路の清掃活動等はほぼ 100％の参加があるが、組織の運営費は1割程度の徴収率に留まって
いる。 

現時点では農民組織への研修は特に実施されておらず、水管理、営農、マネージメント、

会計などの研修ニーズがある。 

 

(2) 灌漑事務所（Irrigation Engineer Office） 
1) ガルガムワ灌漑事務所（Galgamuwa Irrigation Engineer Office） 
行政の役割は灌漑施設の管理で、末端水路の管理は農民組織によって行われている。PMC
（Project Management Committee：大規模灌漑地区で、農民参加型による水管理･営農活動を
運営する組織）が上下流の 3つのタンクの水利調整を行っている。 

2) アヌラーダプラ灌漑事務所（Anuradapura Irrigation Engineer Office） 
PMC の構成員は、半分が Farmer の代表者、半分が政府職員（灌漑部門、営農部門、土地
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部門、流通部門など各部門とプロジェクトマネージャーとなる灌漑管理部の職員）となって

いる。 

農民組織と水利用等に関する会合を毎週行っている。 
 
(3) ガルガムワ灌漑研修所（Galgamuwa Irrigation Training Institute） 
1) 活動内容 

灌漑技術者を対象として、灌漑施設の建設のための測量、設計技術・施工技術、灌漑・排

水技術、水管理技術などの研修を実施している。調査当日は水管理コースが実施されていた。 

2) 他援助機関への要請 

FAO に対し、灌漑分野の研修指導員のトレーニング及び研修施設の拡充を要請しており、
採択済みである。 

 
３－４ 営農 

 スリランカ国における主要農作物は主食である米であり、米の国内自給を目指し、農業開発の

力点は水田を中心におかれてきた。現政権においても米の安定自給は重要な課題とされている。 
 表 3-3 によれば、1980 年においては一部輸出がなされており、米の輸入量も大幅に減少してい
る。これはドライ・ゾーンにおける農業開発と種子－肥料技術、いわゆる「緑の革命」技術の発

展によるものとされている。これらの実現に大きく寄与したのは、安定した灌漑の導入とされて

いる。特に 1970 年代後半から 1980 年代前半にかけて実施されたスリランカ国における最大プロ
ジェクトとされるマハヴェリ河総合開発計画が実施され、表 3-4の主要灌漑面積に増加が見られる。 
 

表3-3 スリランカ国の稲作に関する基本指標 

稲 稲 稲 米 米 米 一人あたり

生産量 作付面積 反収 輸入量 輸入量 自給率 米消費量

（籾米換算） （籾米換算）

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

千t 千ha t/ha 千t 千t ％ 百万人 kg

1950 456 456 1.0 634 0 42 7.5 98
1960 864 554 1.6 739 0 54 9.9 109
1970 1,409 685 2.1 523 0 73 12.5 104
1980 2,065 822 2.5 271 3 89 14.7 106
1990 2,362 788 3.0 318 0 88 17.0 106
2000 2,795 832 3.4 146 3 95 19.4 102

注：表示年を中心とする5カ年平均値

　　(3)＝(1)／(2)

　　(6)＝(1)／((1)＋(4)－(5))　ただし貯蔵、破棄等は考慮せず

　　(8)＝0.671×((1)＋(4)－(5))／(7)　0.671は籾米から精米換算する際の変換率
出所：Statistical Abstract

年次 人口
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表3-4 スリランカ国の灌漑タイプ別水田面積と水稲作付面積 

単位：千ha

主要灌漑
小規模灌
漑

灌漑田計 天水田 水田計 主要灌漑
小規模灌
漑

灌漑田計 天水田 水田計

90 146 236 183 419 116 99 215 236 451
21% 35% 56% 44% 100% 26% 22% 48% 52% 100%
137 153 290 199 488 172 155 327 251 577
28% 31% 59% 41% 100% 30% 27% 57% 44% 100%
177 161 338 233 571 244 185 430 292 722
31% 28% 59% 41% 100% 34% 26% 60% 40% 100%
238 173 411 254 665 315 195 510 325 835
36% 26% 62% 38% 100% 38% 23% 61% 39% 100%
307 180 487 245 732 809 387 1,196 170 1,366
42% 25% 67% 33% 100% 59% 28% 88% 12% 100%
332 177 509 229 738 462 167 630 211 840
45% 24% 69% 31% 100% 55% 20% 75% 25% 100%

注：表示年を中心とする5カ年平均値（ただし、水稲作付面積の1950年は1952年を中心とする5カ年平均値）
注：上段　実数　下段　構成比

出所: Statistical Abstract

年次
水田面積 水稲作付面積

1950

2000

1960

1970

1980

1990

 

 1993年には SAARC（南アジア諸国連合）の下で SAPTA （SAARC Preferential Trading Arrangement）
が結ばれ、この一環として 1998年においてインド国との FTAが締結されている。これにより、米
価格をはじめとした農作物価格の低下の一因となり、一方で灌漑施設の老朽化に伴い、近年の水

稲の作付面積は上げ留まり傾向にある。また、雨期であるマハ期において貯水池に貯留した水を

ヤラ期において活用しているが、非効率な水配分を行っていることからヤラ期の作付面積のさら

なる向上が期待されている。 
水稲以外の畑作物は、表 3-5に主要作物を記載した。事前評価調査を行った現地においては、ト
ウガラシ、リョクトウの導入が多いとのことである。その他にナス、オクラ、タマネギ等の野菜

が有望とされており、現地においてキャベツの畝間灌漑が確認できた。 
野菜導入にあたっては、高収益ではあるものの、労働時間、投入材の多さ、不作、価格低下時

におけるリスクの大きさ、導入に必要な技術ノウハウを得る機会が少ないことから、普及が進ま

ないことが指摘された。 

表3-5 主要作物の地域別作付比率 

単位:％
作物 統計年次 ｳｪｯﾄ･ｿﾞｰﾝ ﾄﾞﾗｲ･ｿﾞｰﾝ ｱﾇﾗｰﾀﾞﾌﾟﾗ県 ｸﾙﾈﾙｶﾞ県
水稲 2002 27.3 72.7 7.0 13.8
茶 1994 99.8 0.2 0.0 0.0
ゴム 2000 97.0 3.0 0.0 2.0
ココナッツ 1993 38.2 61.8 2.0 36.0
トウモロコシ 2001 30.9 69.1 23.0 3.2
キャッサバ 2001 48.9 51.1 3.8 12.1
サツマイモ 2001 67.0 33.0 2.4 11.3
ジャガイモ 2001 98.0 2.0
リョクトウ 2001 17.0 83.0 6.6 15.1
トウガラシ 2001 22.4 77.6 29.1 6.5
アカタマネギ 2001 16.8 83.2 1.8 2.8
ゴマ 2001 17.1 82.9 28.1 5.1
出所: Statistical Abstract  
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また、米以外の作物の流通は個人的に近隣の市場に持ち込むこととしており、米のように集出

荷業者が組織的に農家から買取る仕組みは確立していない。 

 本格調査においてはこうした背景をもとに、持続的な農業生産の向上を図るため、灌漑施設の

維持管理及び水管理のみならず、米以外の作物の多様化を含めた営農活動、肥料農薬等の投入材、

農業機械、農産物の加工・貯蔵、金融、流通といった総合的な分野にわたる支援が求められてい

る。このため、ステアリング・コミッティーで農業省、財務省の関係部署と連携を図ることとし

ている。 

 

３－５ 水管理 

３－５－１ 当該地域の灌漑の概況 

  スリランカ国の特徴として大まかに年間降雨量 2,000mm以上のウエット・ゾーンとそれ未満
のドライ・ゾーンに分かれる。ウエット・ゾーンは国の南西部に位置し、国土のおよそ 3分の 1
の面積を有し、標高 2,000m 以上の山岳部を抱える中部高地地帯の大半を包含している。また、
10 月から 3 月はマハ期と呼ばれる雨期、4 月から 9月はヤラ期と呼ばれる乾期に分かれる。ド

ライ・ゾーンの代表地点の気象概況として図 3-1を示す。図 3-2に平均降雨量、標高と気候ゾー
ンを示す。 
   本格調査の対象候補地域となる 5 つの灌漑スキームは、ウエット・ゾーンのアヌラーダプラ
県及びクルネーガラ県に位置する。ウエット・ゾーンにおける大・中規模の灌漑スキームは独

立後にそのほとんどが建設され、スリランカ国における米自給率向上に大きな役割を果たして

いる。 
これらの大・中規模の灌漑スキームは、1)建設後の水管理及び灌漑施設の維持管理について、

政府が農民に積極的に参加協力を求めなかったこと、2)大・中規模の灌漑スキームの開発に伴

う入植により、伝統的な農民組織による施設管理が機能しなかったこと等から、農民の政府へ

依存が高まり、灌漑施設の十分な維持管理がなされず、機能低下が懸念されている。また、年

間降雨量が近年減少傾向にあることから、水管理の有効活用が求められている。 
1948 年の独立以前では、孤立的な小規模なため池による灌漑稲作において、農民組織によっ

て水管理及び灌漑施設の維持管理が実施されてきた。これらの伝統的慣習の一つはベトマ

（Bethma）と呼ばれ、貯水池の水が不足して受益面積全体を灌漑できない場合、例えば上流部
の一定地域を灌漑し、その中で各農家が農地面積に応じて耕作面積を分け合って平等に耕作を

行っている。また、ベトマは一部の大規模地区でも実施されている。 
この他にカスケード・システムと呼ばれる灌漑方式が伝統的に実施されている。主に河川の

中・上流域で、小さなため池が数珠のように連なり、各ため池の下には農地（10ha 前後）があ
り、上流で使った灌漑用水を下流のため池で受け取り、再利用するものである。主に小規模灌

漑地区において実施され、一部の大規模灌漑地区においても大規模なため池同士が上下流で連

結し、広域的に灌漑用水の再利用をしている。 
本格調査においては、このような伝統的な慣習を検証し、有効な技術にあっては、大・中規

模の灌漑スキームでの普及を検討することとしている。 
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図3-1 ドライ・ゾーン気象概況 

 

 

出所：ジョンソン、B.L.C. 1987 「南東アジアの国土と経済：第 4巻スリランカ」 
（山中・松本・佐藤・押田訳）、二宮書店、東京 

図3-2  平均降雨量、標高と気候ゾーン 

 

３－５－２ 水管理の現状 

(1) 概況 

       政府は 1988年に末端灌漑施設について農民組織により維持管理を行う政策を決め、大規
模灌漑システムの 3 次水路以下の維持管理は農民組織に移管されることとなった。これは

1994 年の灌漑法改訂で制度化された。改訂灌漑法によると、農民は灌漑施設維持管理費の

アヌラーダプラの気象概況
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政府への支払いを免除される代わりに、農民組織が 3次水路以下の維持管理に必要な費用を
負担することとなった。なお、中央灌漑局あるいは州灌漑局は水源施設及び幹線・支線水路

（2次水路以上）の維持管理は継続することとなった。なお、2次と 3次水路の区分の目安
は灌漑受益面積約 80haとされている。 

       これに基づき施設の維持管理がなされており、3次以下の水路では水路の浚渫やゲート操
作等が農民組織によって実施されている。だたし、農民組織のみでは対応できない施設改修

等については政府が支援している。これらの改修にあたっては国から配分される施設管理に

必要な費用の 15％相当を配分することとしているが、経費が不足しており PEACEプロジェ
クト等による改修が期待されている。一方で、政府依存により、本来農民組織による適切な

管理がなされていれば、機能が回復可能な灌漑施設が放置されている事例もあり、農民組織

の機能強化が求められている。   
また、農家間で水管理や土地利用の調整が十分になされていないため、効率的な水利用や

野菜等の導入が困難となっており、これらの改善も求められている。 

 

(2) 水管理能力向上 

ガルガムワ灌漑研修所はスリランカ国における灌漑技術者の能力向上を目的とした唯一の

研修施設である。研修所は 1959年に開設され、灌漑技術補助員の育成を目的として 2年間の
研修コースが設けられていた。1986年、USAIDの援助により、現在の宿泊施設、講義室、研
究施設、事務室及び研修機材が一体的に整備された。そして、これまでの工事関係の研修内

容に新たに水管理関係の研修内容を加え、灌漑技術者及び技術補助員を対象に 3 週間の研修
を行うこととなった。また、水管理に関する政府職員以外の関係者を対象とする研修も実施

されるようになった。これに伴い 2年間の研修は廃止された。 
   さらに、研修機能の増加に対応するため、ADB 援助により、研修施設の一層の整備及び研
修指導者の養成研修が行われた。 

   国家灌漑リハビリ事業（NIRP）が開始された時、灌漑地区の維持管理（OM）を移管するた
めの農家向けの研修が求められ、既に農家研修を実施していた本研修所が農家研修を担うこ

ととなった。1992年 8月には農家研修が開始され、水管理に関する農家リーダーの育成にお
いても成果を上げている。 

   また、現在 FAOは研修所の機能強化を図るためのプログラム策定を予定している。これは、
1)良質な水質の飲料水の確保、都市部への人口移動とともに工業での水利用、及び湿地の生

態系への影響軽減といった他セクターとの調整が求められていること、2)農業セクターにお

いては、水資源を有効に活用する観点から、生産強度を高め、農作物の多様化が求められて

いることから、要請がなされた。ただし、予算的なスケジュールは、津波にかかるプロジェ

クトと調整中であり、未定である。本件は本格調査と同様に灌漑技術者の能力向上を図るプ

ロジェクトであり、必要な連携を図ることを FAO担当者と確認を行っている。 
現在実施されている研修事業及び研修主要施設を以下表 3-6に示す。 
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表3-6 ガルガムワ灌漑研修所の研修事業と研修施設の実態 

(1) 研修事業 ( )の数字は日数 

①技術者（Engineer）を対象とする研修 

・初任者研修(9)：新規採用技術者 
・水管理改善ワークショップ(11)： 
灌漑技術者 

・頭首工の水利設計ワークショップ(9)： 
上級技術者 

・小規模灌漑地区の調査設計(4)： 
灌漑技術者 

・小規模溜池の築堤設計(7)：灌漑技術者 
・灌漑構造物の水利設計ワークショップ

(10)：上級技術者 

・測量技術（4日間）：灌漑技術者 
・リハビリテーション設計(5) 
：灌漑技術者 

・参加型管理(3)：上級技術者 
・灌漑部局の運営(4)： 
灌漑技術者事務所の幹部になる前の 

技術者 

②技術補助員（Technical Assistant：TAA）を 
対象とする研修 
・水管理改善ワークショップ(21)： 

84バッチ以前の TAA 
・工事における品質管理(3)： 

工事担当の TAA 
・プロジェクト・マネージャー研修コース

(14)：プロジェクト・マネージャーとし
て任命された TAA 
・PMCの形成・効果的な機能発揮(4)： 
上級プロジェクト・マネージャー 

・流量測定及び測量(3)：TAA 
・研修指導員の研修(10)：研修が必要な 

TAA 

③工事監督員（Work Supervisor）を対象と
する研修・部局内昇級試験のためのオリ

エンテーション(14) 
・灌漑管理（14） 
・小規模構造物の設置（10） 
④干ばつ担当者を対象とする研修 

・初任者研修(11)：新規採用職員 
⑤組織開発担当者（Institutional 

Development Officers）のための研修 
・初任者研修（8） 
⑥組織化担当者（Institutional Organizer）の
ための研修 

⑦農家（農民組織）研修 

・農民組織についての一般的意識化 

(0.5) 
・農民組織の財務管理(2) 
・工事管理(2) 
・灌漑施設の操作・維持管理(2) 
・組織開発(3) 
⑧他機関に対する研修 

・マハヴェリ経済公団技術者研修 

・地方州技術者研修 

 

(2) 主要施設 

・研修室：水管理講義室（30 人）、一般講
義室（30 人、40 人）、土壌実験室（30
人）、機械ワークショップ室（15人）、設
計室（30人）、コンピュータ室（12台）、
図書室（2,000冊、研修用ビデオ等）。 
・宿泊施設:水管理宿泊室(32 人)、一般宿
泊室（24人、20人）、食堂等 

 

(3) 聞き取りの結果 

何が水管理上の障害となっているかを水管理に関与する灌漑技術者や農民達に聴き取り調

査してみると、以下のようにまとめることができる。 
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1) ゲート類が老朽化し、思うように水量を調節することができない。 

2) 幹線水路や支線水路からの漏水が著しい。 

3) 末端まで水が到達するのに、昔に比べて倍程度の日数を要する例がある。 

4) タンクの取水口から灌漑水路の第一分岐点まで（Headrace）、 雑木林（タンクから浸潤す
る水のために植物が繁茂しやすいから、灌木やシダ類が覆うようになる）を通過するが、

その区間の水路の維持管理が重労働でつい疎かになる。この区間のコンクリートライニン

グを図りたいが改修資金が無く（農民組合の年会費の数十年分に相当）、工事の知識も無い

から、下流側への通水が悪化するばかりである。 

5) 幹線水路や支線水路の維持管理は、政府側が担当することになっているが、予算不足の上、

灌漑技術者や技術員が修復に必要な知識に疎くなっている（古い施設は、基本的に、焼き

レンガをモルタルで接着する方法で建設されている。しかし、修復の際は鉄筋コンクリー

トを用いて行われる場合が多く、構造計算やコンクリートの製造や品質管理の知識が必要

となってくるが、習得していても忘れていたり、あるいは習っていないこともある)。 

6) 水配分は、マハ期とヤラ期の作付けに合わせ、基本的には年 2回、政府側と農民組合の代
表で決められるが、どちらかというと、タンクに溜まった水の量をもとに、政府側から使

用可能水量を配分することを明らかにする場所となっているようで、農民組合が作付け計

画をもとにして必要水量を示し、それに対して配分計画を練るというような相互的な話し

合いの場にはなってないようである。すなわち、配水計画はどちらかといえば農民の自由

裁量を受入れ難い形となっている。 

7) 末端水路は、農民組合によって管理されることになっている。配水はカンナ会議で決定さ

れたとおりに行われるが、その際に灌漑用水が逼迫していると予想される場合には、配水

を円滑にするために、水かかりの難しい所では雨期（マハ期）でも畑作を割り当てて、そ

の上に水番を増員する。小規模タンクでは農民組合の結束が固いためこの約束が守られる

が、タンクの規模が大きくなるに従って守られ難くなり、分水工の脆弱となった部分や土

水路の一部を鍬で壊し、灌漑水を自分の圃場に引き込む者が出てくる。その場合でも、罰

則の規定が組合規則に盛り込まれていないため如何ともし難い。 

8) タンクの規模の大小を問わず、灌漑水の取得は上流側が下流側に比べて有利となっている。

ただし、これはあくまでも水の量であって、肥料分を含んだ灌漑水となると話は異なって

くる。灌漑方法が田越し灌漑でかけ流しに近いため、上流側で施した化学肥料（特に尿素）

は水に溶けて下流側に運ばれる。一方、排水路の近くでは、土壌中の水分の過多と同時に

窒素過多がみられる。農民達が、若い時に比べて肥料は倍以上もやっているのに、収量は

同程度（上流側）、あまりやらないのに稲の倒伏が目立つ（下流側の排水路に近いところ）

という点を指摘していることからも裏付けられる。これは、水の量の管理が肥培管理と密

接につながっていることを物語っている。 

9) 末端水路を管理する農民達はマハ期に稲を植えることを大前提にしている。ただし、それ

も水が多い程管理が楽で、良い米が沢山取れると思っているようである。ある程度圃場内
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での水を絞って（取りも直さず、このような方法を取れば節水につながる）、ぎりぎりの水

量で育てる方が逆に高品質のものが得られるのだが、そのような栽培方法を少なくとも稲

作においては知らないようである。農民達が新しい栽培方法を知りたいというのも、現状

の栽培方法に自信があってのことではなさそうである。 

10)ヤラ期（4月から 9月までの乾期）には、農民達は稲作をしたくとも多くの場合不可能で
あるから（乾期の始まる 1カ月前に、年 2回開かれるカンナ会議のうちの 1回分が開催さ
れ、その席上、畑作が指定されることが多い）、必然的に畑作が中心となる。その決定に従

って栽培して営農指導を受けても、農民達は、湿度が高いため畑作物に病気が発生すると

言っている。ただ、それが空気中の湿度なのか、稲作を終えた後の土壌水分の過多による

ものなのか、本調査団がマハ期の終わりに派遣されたために原因を探ることはできなかっ

た。乾期における圃場レベルでの適切な灌水方法の指導は、栽培面積が拡がっていくにつ

れて問題となると思われる。 

11)雨期と乾期の前に、カンナ会議がそれぞれ開催され、タンクから流す流量が決められる。

灌漑が始まってしまうと、灌漑期間中にその地域に降る雨は無視されて送水が続けられる。

要するに有効雨量は 0とされている。水資源が逼迫する中で、このような贅沢な水利用が
続けられるとは考えられない。ただし降雨が灌漑地域にあったとしても、現状では上流の

水利施設を管理する部署における連絡網が不備なために灌漑水量に関するデータを送り

難い、あるいはそのようなデータを送っても、農民達に何かしらのメリットが無いと行動

を起こし難いのは容易に理解できる。灌漑期間中に降る雨の有効利用方法や、それをもと

にした配水方法の具体策に関しての支援が求められた。 

 

(4) 本格調査における留意点 

公共財である水の管理を誰が行うかという点については、スリランカ国だけの問題で無く、

JICA の調査・研究報告書を見ると、農民への権限の委譲が推進されている近年になっても、
行政府であるという前提が強い。調査の限りでは、農民に全面的に委譲した例は貯水池や基

幹施設を含めて見つからなかった。 

      日本では、農民による水利用の権利が歴史的に認められてきて、慣行水利権として確立し、

そのもとで水利秩序が形成された。公共財である水を、私的に使用する農民の権利が認められ

た経緯については、日本語で書かれている為諸外国に知られてない残念さはあるものの、多く

の優れた研究がある。 

近代日本の行政府は、その慣行水利権を法的にまとめ、適用し、運用しているに過ぎない。

日本の農業での水管理は、あくまでも農民を主体として組み立てられていると言って良い。 

では、日本より灌漑の歴史が古いスリランカではどうであろうか。 

王国時代には多くの戦いがあり、またその後外国との戦争や、植民地時代を経験している。

そのような歴史の中で、果たして長い期間水を利用して農業を営んできた農民達に、日本に

見られるような強固な慣行水利権が認められているであろうか。 

本事前評価調査団の調査対象地域を包摂している、『スリランカ国乾燥地域灌漑農業総合再

開発調査』報告書をみても、この点については詳しく言及されていない。しかし全く無いわ

けではなさそうである。これだけ水利用でも歴史のある国であるから、灌漑に関する法規(例
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えば、灌漑法)、あるいは灌漑にまつわるその国独自の言葉表現についての説明は、限定して

ではあるが見受けられる。例えば、前述したベトマやパンガ（通常これは、草刈り用の鉈を

指し示すことが多いが、それが転じて末端水路の維持管理作業を示すようになった）、シュラ

マラダ、サラリスといった英語圏の間に挟まれて使用されている現地独特の言葉は、農民達

の水利用での長い歴史を物語っていると言える。 

このような点を考慮すると、本格調査では水管理についての考え方の歴史的な変遷を、少

なくとも植民地時代、独立時、その後、そして世銀等の国際機関が推進している農民への委

譲時代と分けて把握しておく必要があるのではなかろうか。その上で、現在行政体が水管理

においてどのような権限を行使して責務を負っているか、またその内容が明文化されたもの

として存在しているのか、それとも慣例として行われているのかを把握しておきたい。明文

化されていないものについては、地域によって異なることが予想されるので、本格調査での

対象地域の例でも構わないので調べることが必要となろう。と言うのも JICAが内部調査委員
会に委託して実施した途上国における水管理の調査報告書をみると、水利組合が設立されて

公共体から水管理の権限委譲が行われても、規定が不明瞭であるため、取りこぼされる作業

が少なからず存すると報告されているからである。 
    水管理の主体が誰であるかという考え方の歴史的変遷を調べる一方で、現在行われている

水管理の実態を、本格調査での対象地域を例として詳しく調べることが重要である。 

その中で要となる作業は、カンナ会議についての実態調査とその背景（特に明文化された

規約）調査である。なぜならば、カンナ会議が水管理についての公共体と農民との接点とな

っているからである。なお、カンナ会議の目的、会員の資格や会員数、決定事項、決定の過

程、決定事項の強制力、違反した場合の罰則、変更する場合の手続き等を把握しなければな

らないだろう。 

    その際に忘れてならないのは、農民側からの水利用に関しての意向が公共体を代表してい

る人達に伝えられ、かつ内容が採用される余地が十分にあるのかという点である。もし無い

のであればカンナ会議を開催する必要性はなく、通知（今期の予想灌漑面積と、旬別の灌漑

水の供給量を記したもの）のみで良いからである。合議制を取るからにはそれだけの理由が

あるわけで、それを明らかにすることが農民参加にもつながるであろう。 

    さて、これまでの論の展開は、水管理といっても、どちらかというと、水の量的な面に限

定して進めてきた。しかし、スリランカ国での河川水の利用の仕方やタンクの配置を見ると、

単に水の量的管理についての調査のみでは不十分と思われる。上流からの水を下流側で受け

止め、さらに下流側で降る雨水を加えて灌漑や飲料に供しようとする方法は、古来続けられ

てきた水利用方法であり、近代に水資源が乏しくなって捻り出された方法ではない。それだ

けに、利用者がその方法を変えるためには強い動機付けが必要となるだろう。 

    現地調査期間中に、さまざまな方面から水質が悪くなっているという話が出ていることを

指摘したが、水質に関しては量的なデータをもとに人間や動物に対して、具体的に障害が発

生しているという話は聞かなかった。調査団が具体的に観察できたのは、同一の灌漑地区内

での下流側の圃場での稲の倒伏程度である。その一方で、住民の生活用水を採取する場所の

選定が不適切（国際機関が、住民参加型でつくった給水施設への水が、水田と水田に挟まれ

た浅井戸から供給されている）である点を考慮するならば、タンクからタンクへと還流する

水の水質検査及び水田からの地下浸透への肥料分の溶出を調べる必要がある。前者について
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は、表流水であるから試料を採取するのは困難でない。難しいのは、流域を特定し、河川の

合流や分岐を明らかにし、時間的になるべく同時に測定していくことである。水田からの地

下浸透水は表流水と違って試料の採取が難しいが、これは農村の生活用水として井戸を利用

しているところ、あるいは水田の近くに設けられた井戸を利用すれば新たにボーリング等を

する必要はない。広域の水質調査における技術的な支援については日本の学会を通じて大学

に依頼すれば、その面での優れた研究があるので可能と思われる。 

    灌漑用水の水質基準や飲料水の水質基準についての資料は、現地調査中に入手できなかっ

たので本格調査で調べて欲しい。その際には、コロンボにWHOの支所があるので関連する情
報を入手してもらいたい。 
水の量的管理にしろ、水の質的管理にしろ、水の利用者（農民だけでなく、市民も含め）

の参加・協力が不可欠である点を考慮して調査に当たって欲しい。 

 

３－６ 水利行政／制度 

３－６－１ 灌漑に関連する法律 

水利行政は、灌漑に関する法律に基づいて行われている。灌漑に関連する法律だけでも、古

くは、18世紀中頃に、Irrigation ordinance（『スリランカの農林業』 2004年 国際農林業協力協会
編）が公布され、その中で、小規模灌漑の末端の水管理や施設の維持は住民主体とされている。

そして、水利行政の一体化を図るために灌漑局（Irrigation department）が設立されたのは、1901
年のことである。その後、灌漑条例は 1946年、1994年に改訂され、再度農民組織による末端灌
漑施設管理の費用の徴収及び維持管理業務の農民への委譲が謳われている。このように、何回

も似たような目的で改訂されている狙いと、その変更の動機については調べておく必要がある。 

   水利用に農民側の関与を促す一方で、農民が耕作する土地への法的裏付けが促されたのは当

然であろう。それを同上の資料からみると、1924年には Village communities ordinance で村落自
治の強化を図り、1935年には、Land development ordinance で農民の土地所有の確立及び新規入
植者への権利の明文化（耕作権のみの付与）が図られた。1948年の独立後、1958年に既存水田
の活用を促す目的で Paddy land actが施行された。しかしスリランカ国の場合は小作問題が深刻

なため、それを解決するべく 1972 年と 1975 年に土地改革が行われたが、思うような成果が出
ず、1979年に Agrarian services act で農民組織を強化する方向が採られるようになった。これは、
多分に世銀の農村開発に対する姿勢の変化（農民や住民の開発への参加の重視）の影響を受け

たと思われる。この Agrarian act は 2000年に抜本的に改訂され、Agrarian development actとして
公布された。 
   法制の歴史的な変遷をみると、スリランカ国政府が土地と水の問題を含める形で何とか農村

社会を活性化しようとしていることが分かる。 

   しかし、農地、農民、灌漑水の 3 項目に限っての法律をみても、たびたび変更がなされてお
り、関与する政府側の組織も、Agrarian development department、Irrigation management division、
Irrigation department等といくつかの部局にまたがり、必ずしも一貫した行政姿勢が示されている
とは言い難い。 
   このような点を考えるならば、本格調査では、水、土地、農民組織に関連した法律の整理（ど

のような事項が変更されたか、その目的とするところと照らし合わせた調査）と、それを実施

するために取られた具体的措置（行政体の創設や廃止、統合、あるいは委員会の設立等）につ
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き、併せて表記することが望ましい。そして、現状での問題点の摘出と改善策の提案が欲しい

ところである。 

   その際に注意すべき点は、スリランカ国政府が、農業水利について大規模な水利施設のみな

らず、村落共同体に依拠していた小規模な灌漑施設までも政府管掌としたが（1930年代）、成果
が余り得られなかった結果、末端水利施設は農民組織に再度委譲する（1990 年代）というよう
に変遷しつつも、果たして、農民達に対して十分な配慮をしてきたかという点である。権限の

委譲が文書化されているのは当然のことながら（その実例の検討も必要だろう）、広報活動とと

もに委譲に際して必要な研修がなされ、農民組合として自立的な活動ができるための最小限の

準備に、行政体が手を差し伸べたかということが明らかでないと、法律だけの変更に終わって

しまうからである。 
スリランカ国以外の国の例でも、農民組織への権限委譲に際して曖昧な点を残したまま、い

わば「見切り発車」の形で実施に持ち込まれたため、期待される成果が挙がっていない場合が

報告されている。共通して指摘されている問題点は以下の通り挙げられる。 

(1) 運営上不明瞭な点が、日常の維持・管理でも不都合をきたすほど残されている。 

(2) 農民組織の業務が、日本での水利組合のように特化してない上に法的に不明瞭である。 

(3) 水利費あるいは組合費の徴収に関し、不払者に対する強制力に乏しい。 

(4) 水を不法に使用しても、罰則がない。 

(5) 施設に対して損害を与えても、損害賠償を請求できない。 

(6) 災害時の復旧工事費用を誰が担うのか不明である。 

(7) 基幹水利施設の更新費用を誰が負担するのか不明である。 

スリランカ国以外の国での水管理において、農民委譲した際の問題点を踏まえながら、スリ

ランカ国での対象地域の調査にあたって欲しい。 

なお、現地調査中においては、様々な関係者から灌漑水路のライニングについての要望があ

った。水路のライニングは水管理を容易にするだけでなく、水路からの漏水を軽減し、あたか

も灌漑使用可能水量を増加させたような働きを示す。ただし建設費が高いため、途上国の農業

用水路に使用する場合には、漏水のために下流側に水が来ない場合や、土水路のみでは水路網

全体の搬送効率が悪く、プロジェクト全体の内部収益率が融資の基準を下回る場合にのみ採用

されている。利点は十二分にあるものの、高コストを考慮して FAO（世界食糧農業機構）では
農業部門単独の経済性を追及せず、他の部門（工業部門や都市部門、あるいは公衆衛生部門等々）

への貢献度を考慮して水路のライニングを推進して欲しいとの通達を出している。 

  スリランカ国でも他の国と同様に、農業用の水源から都市用の飲料用水や工業用の水を採取

している。実際、調査中に立ち寄ったタンクの一部を通行人立入禁止区域とし、都市用の採水

施設を設置しているのが分かったし、渇水がひどい場合には農業用の水を制限してまで飲料水

を確保するという話も聞くことができた。 

  日本では、都市用水の確保のために農業用水路のライニングやパイプ化の費用負担を、全額

ではないにしろ都市側がしているという話をすると、灌漑局の幹部の一人は、非常に興味深い

話だという感想をもらしていた。 

  農業以外との水利用の話合いとなれば日本での河川協議が想像できるが、スリランカ国では

このレベルまでの確固としたもの、特に法制は無い模様である。この点で、日本の河川協議に
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関連する法制に盛り込まれている概念に立脚した支援は、ありうるのではないかという印象を

持った。 

 

３－６－２ 留意すべき点 

   水利行政や水利用に関しての制度上の論点が明確になって初めて、日本側からどのような技

術援助ができるのか検討可能になるのではないか。本調査団の現地調査中、聴取で得られたス

リランカ国側の要請を分析してみる。 

   水管理を円滑にするための水路構造物の改善、特に水路のライニングの必要性を訴えられた。

水路網全体のライニングにかかる費用については、すでに記したように農業部門だけでは負担

できないかもしれない。他の利用者（都市、工業部門等々）との費用分担の話が必要となろう。

この場合には、日本の河川協議の経験が生かせるのではないか。 

   水路の主要な部分を農業関係省庁のみで負担して修復する場合には、技術者や技術員に対し、

構造物の設計、構造計算、建設費用の計算、入札の手続き、材料試験、施行管理、品質検査、

出来高検査、維持管理といった点での技術研修を補佐するという援助が考えられる。 

  末端水路のライニングや付帯施設の修復についてはマハヴェリ河流域で日本の融資案件があ

るが、農民自体で担われている例からも明らかなように、農民への技術研修（問題個所の摘出、

修復工事の優先度をつける時の基準の設定、比較することが可能な修復方法の提示、設計、入

札資料の作成方法の例示、農民組合自身による請負工事の段取り、出来高管理、支払管理等）

を、C/P機関の職員と一緒にするのが有効であろう。 
  現状でも幹線と支線水路の維持管理は行政体、末端水路の管理は農民組合と分かれているも

のの、行政体に所属する技術者は、技術的にも難しく、資金も無いので、どこか援助機関が肩

代わりしてくれるのではないかと考えている様子が窺われる。一方、農民側は、これまで政府

側が実施していたので、このまま待っていれば、ライニングも政府側が手当てしてくれるので

はないか、あるいは、海外からの融資を回してくれるのではないかと期待している節がある。

比較的明解に管理責任が特定できる部分ですら、このように曖昧な様子が見受けられる。一例

としてタンクからの取水工部分に関して言えば、小規模タンクですら管理責任の所在の不明瞭

さに加え、現地製のゲートの取り替えで十分機能を回復すると判断できても、技術的に難しい

こと（ゲートの水密性の確保とか、交換するときのゲートまわりへの水の浸入を許さない方法

の欠如等）を挙げて敬遠する態度が見られた。 

  以上のとおり、法制上の裏づけに基づく業務内容の仕分けと、技術援助の内容を具体化する

作業は不可欠に結びついている。 

 

３－７ 農民水利組織 

３－７－１ 現状 

  末端水路は農民組合が管理するという建前である。小規模なタンクでは、大規模なタンクで

の末端水路が幹線水路の規模に相当するので、取水口から圃場までの水路施設の管理を担当す

ることになる。水路の維持管理とは、通常水路の泥さらいと草刈りである。その範囲は、所有

する耕作地の面積に応じて決められている。農民組合は強制ではないので加入しない人もいる

が、小規模なタンクでは（灌漑面積が 80ha以下）全員加入して組合費を払っている（調査した
タンクでの聴取による）。軽微な損傷であれば組合費から支出して修繕するが、積立金を大幅に
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上回る補修の場合は Agrarian service departmentに申請して修復する。なお、年会費の積立で軽微
な修繕費用を支出して残余があると、組合員に貸し付けることができる。また、組合の代表が

カンナ会議からその季節の灌漑水量の情報を受け取るが、もし予定よりも水量が少なく、畑作

面積を増やす必要がある場合は、組合員でその割り当てを決める。平水年であれば組合から水

番を 1 名選出し、その水番が末端圃場への水の供給を行う。マハ期（雨期）の稲作で灌漑水が
不足すると予想される場合には水番を 2 名に増やし、それでも水不足する場合には 3 名まで増
員することで、これまで乗り切ってきたとのことである（調査した小規模タンクの場合）。 
  肥料や農薬を購入する際にも組合の紹介によることが多いが、散布の時期とか量については

各農民の自由裁量に任されている。中規模のタンク（灌漑面積が 80～400ha）を有する農民組合
では、組合員が農薬や肥料を組合費による貸付金で購入した場合、その返済明細を組合の会計

簿に添付している。また、中規模タンクでは小規模タンクに比べて灌漑網がやや複雑なので、

Irrigation department から入手した灌漑水路模式図（灌漑水路の距離、分岐点での配水量と施設
名、灌漑面積）を公式書類として保管している。 
  農民組合は 25名以上にならないと正式に登録できないが、同一の農民が危険分散のために灌

漑地区の違う複数の耕作地を所有している例が多く、従って小規模タンクの場合には複数のタ

ンクの農民組合に属していることがある。 

  タンク内の清掃は貯水容量の小さいタンク程重要になってくるが、小規模タンクでは 20年前
迄は乾期に家畜をタンク内に入れて、除草と蹄を用いた整地作業を行っていた。雨期の開始と

ともに、排水門を開けて下流に放流すると、砕かれた草木と家畜の糞の混ざった泥が圃場に到

達し、有機肥料を施すのと同じ効果があった。しかし、家畜をかう習慣が少なくなり（労力が

かかり、家族も嫌がるようになった）、その一方で耕運機が普及するようになったため、自然と

このような清掃作業は廃れてしまった。 
  現状では、ほどほどに農業が営まれてはいるが問題は無いわけではない。組合全体で共有さ

れているか不明であるが、農民から問題を指摘された。いくつかの農民組合を訪問し質問して

いる中で、共通に浮き上がってきた点を列挙してみると以下のようになる。 

(1) 施設の老朽化が進んでいるにもかかわらず、補修ができない（金銭的にも技術的にも難

しい）。 

(2) 農民組合と Irrigation department や Agrarian  office の業務領域が明文化されていないた
め、責任分担が曖昧になっている部分がある。 

(3) 組合員にならなくても、水が供給される。借地で農業を営んでいる人の会員資格をどう 

するか。逆にいえば、小作人にとっては組合に加入する動機付けに乏しい。 

(4) 組合費を払わなくても、水を勝手に引き込んでも罰則が無いため、如何ともし難い（視察

した大規模のタンクに属する農民組合では罰則があると言っていたが、適用例となると曖

昧な返答しか返って来なかった）。 

(5) 節水を心掛けようにも、その手段（流量の観測機材と測定方法）も無く、その見返りもな

いので組合員は乗り気ではない。 
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(6) 稲作では収益が上がらないので、雨期の稲作は続けても、乾期の畑作においては野菜等そ

の他新しいものを栽培してみたいが、知識が無い。 

(7) 稲の収穫時は人手が無く、労賃を払って人を雇う必要があるため、できれば収穫用の農業

機械を導入したい。しかし、耕地が細分化されている上、排水路も疎で土壌水分の管理が

ままならず、うまくいくとは思えない。 

(8) 大規模なタンクの灌漑地域では、相続の習慣のためか農地の細分化が際立っており（視察

すると仮畦畔で網目状に囲ってあり、水田として使用するのは、いかにも不便そうな趣で

あった）、組合費の徴収も困難となってきている。一方、小規模なタンクの灌漑地域にお

いては、視察した例では、細分化は進んでおらず問題は無さそうであったが、所有者は細

分化への恐れはあると危惧を口にしていた。 

(9) 稲作で、肥料（尿素）を昔に比べて多量に投入しないといけないので、費用がかかって仕

方がない（1haあたり、100kgを越す例もある）。 

(10) 昔の田植え式の方が収量が多かったが、人手がないため、直撒きでやるしかない。 

(11) 収穫したものを保管したいが施設が無い。 

(12) 子供達は農業をやりたがらないので、将来は耕作を委託するしかないだろう（すでに委

託栽培のための契約単価まで決められている）。 

(13) タンクに土砂の堆積が進んでいるが、除去していないので、将来的は水不足が予測され

る。 

(14) 若い人が先進的な農業（水田を借りて、土づくりから出発し、有機栽培的な方法で野菜

栽培を行っている例がある。稲作経営に比べて収益は 200％とのこと。ある所では、点

滴灌漑を使用した栽培もあるそうである。）を近くで実践していても、年配の農民間では、

リスクが高く、技術レベルも高過ぎるのではないかと思い込んでいて手を出そうとしな

い。一方、若手も敢えて教えようとしない（若手も自分の技術が妥当なのかよく判らな

いままやっており、不安を抱えてはいる）。そのため、水さえ取得できれば、組合は不便

な組織だと思っているようだ。 

 

３－７－２ 調査上のポイント 

  1990 年代、地方分権の強化が図られるようになって、中央政府が担って来た業務を州政府に
委譲するようになった。ところが、行政機構をみるだけでも(『スリランカの農林業』に掲載さ

れている機構図、図Ⅳ-2を参照)複雑に入り組んでいる。その帰結として、農業開発あるいは村
落開発は多方面の行政体に跨ったものとなっている。 

すでに述べたように、末端水利施設は農民組織（便宜上農民組合と言うことにする。定義と

実態については、本格調査で明らかにされることを望む。）が担当するということが 1980 年代
の後半に法的に決められ、1994年の灌漑法で制度化された。地方分権の促進と時を同じくして、

州政府に小規模灌漑施設の維持管理の実質的な権限が委譲され始めた。 
  ところが、州政府の対応が不十分で中央政府に返上する例が出て来ていると報告されている。
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農民組合への本格的な委譲は、2000年以降からの模様である。 
  このように政府側も政策的に「右往左往」しているような態度が見られ、農民組合の設立も

自主的なものというよりは、政府側の政策的誘導でできたかのように見受けられる（80 年代後
半に制定された農村支援法などが、その例である）。したがって、本格調査でまずしなければな

らないことは末端水利施設の農民組合への権限委譲に関連する法規の整理、そして、その法規

に基づいてなにが起こっているかを本格調査の調査対象地域で観察することである。そして、

農民組合が末端水利施設の維持管理だけの業務を担当しているのか、あるいはその他の公的業

務（例えば開発委員会への出席や、土地利用委員会、あるいは各種の事業委員会への参加）に

関与しているのかを把握する必要がある。後者の場合には、関連する行政体は農業だけではな

いだろう。その場合には、農民組合の活動規約上明文化されているのか、口頭で要請されるも

のなのか、組合内部での議決案件なのかといった点も明らかにされる必要があろう。 

  すでに述べたように、農民組合の重要な業務としてカンナ会議への出席がある。この会議で、

灌漑水量、灌漑期間、耕作面積、灌漑予定地区、灌漑輪番の方法が、「協議」されることになっ

ているが、聴き取り調査をした限りでは政府側からの情報伝達機関に近いような印象を持った。

ただこの会議は、農民組合側と政府側との業務に関する重要な接点であることは間違いないの

で、カンナ会議の性格、規約、出席者の資格、それに水管理以外の業務に使われているのでは

ないか（例えば、日本でいう農事日程の提示、作物の品種選定、あるいは肥培管理要項につい

ての関係部署からの説明や伝達）という点からの調査が求められる。 

  もし、カンナ会議で水管理や水利施設の維持管理以外の話がされるのであれば、農民組合は、

日本の水利組合より業務範囲が広いことになる。本調査団の現地調査でも、小規模あるいは中

規模なタンクに所属する農民組合の帳簿を見ると、組合員へのローンの返済表や農薬や肥料の

購入記録が見られた。日本では農協が担っている分野と思われる業務もあった。組合の規約は、

どのような過程で決められ、かつ法的効力を有しているのであろうか。 

  農民組合での組合員への聴き取り調査では、マハ期（10月から 3月までの雨期）には全員が
稲作以外考えられないという答えではあったが、米価の低迷、その一方で、田植え（この方法

が多収穫をもたらすことは知っていても）をやめて直播きをせざるを得なくなったこと、収穫

に人手を雇わざるを得ないが、その日当が高くなっていること（食事を出した上で、1日当たり
3US$に近い賃金を支払う）、また、肥料を多量に使わざるを得なくなったこと（ha 当たり、窒
素換算で 100kgを超過）、農薬の投入量が 60年代に比べて 10倍に増えたが収量は伸びてないこ
とといった不安要因から、ローンを組んでも円滑に返済していけるのかという問題がある。小

口金融の制度を含め実態調査をして欲しい。 

  ヤラ期（4月から 9月までの乾期）には、灌漑水が不足すると言う前提で（2005年の雨期終

了時のように、タンクの貯水が十分な場合には、農民は「稲作をやりたい。」と言っているが）、

稲以外の作物を作付けするしかない。比較的乾燥に耐える作物（トウモロコシやナス）を計画

していることを、現地調査の聴取で知ったが、ナスでも上質のものを育てるには適宜灌漑をす

る必要がある。トマトやタマネギ、トウガラシとなると収益性が高いという仮定（この点も調

査しなければならないが）に立っても、乾期の灌漑が保証されなければ収穫はおぼつかない。

栽培技術もかなり高いレベルのものが要求される。乾期、灌漑を考慮しないで栽培できるのは

ゴマ程度であろうか。ソルガムやミレットのような耐乾性の作物があるが、これは穀類である

から収益上、果たして栽培に適しているものなのかどうか検討して欲しい。 
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  乾期の時機に適した灌漑方法は、灌漑水路から水を得られないという前提に立てば、圃場内

に設置した井戸とポンプによるものとなろう。この方法が使えれば、野菜だけでなく、果物や

香料も生産可能となる。ただ、主なものだけで 3つの問題が生じる。 

  第一番目は、灌漑水利用の自由度が増すので、農民組合による共同作業の低下を招く恐れが

ある。 

  第二番目は、野菜や果物の栽培管理には、稲作に比べ相当高い技術が要るので、農民だけで

なく農業指導員の再教育が必要となる。農業研究も、稲作以外を扱わなければな

らなくなる。 

  第三番目は、貯蔵・輸送・販売に施設を要する例が多い。たとえ、農民がそれらを仲買業者

に任せるにしても、種子が高価で農薬も特定のものを使わざるを得ず、初期投資

が高い上にリスクも大きい。 

乾期の畑作は栽培上問題ばかりかというと、良い点もあるので 1 つ取り上げておきたい。そ
れは、畑作の栽培上一番厄介な問題である連作障害を、雨期の稲作で軽減することができると

いう点である。日本でも、畑作の連作障害を切るために農薬を使用する例は多いが、水田に一

作もどすことによって土壌消毒用の農薬不使用が可能になる。 

上に掲げた 3 つの問題は、何れもこれまでスリランカ政府が取ってきた稲作一辺倒の政策か
らの離脱を意味している。このような状況下で、政府の推し進める農民組織の強化と末端水利

施設の農民の自主財源による維持管理が円滑に行くのか、または、そうなるためにはどんな条

件を整備すれば良いのか本格調査で検討して欲しい。 

  灌漑に必要な施設や灌漑用の水は生産手段として重要な要素を構成するが、もう 1 つの重要
な生産手段としての土地については、法律的な変遷もさることながら現状の把握が重要と思わ

れる。大規模なタンクに属する耕作地よりも、小規模なタンクから灌漑される地域内にある耕

作地の方が、現地調査の折にはまとまっていたように思う。農民組合の人々に質問した際も、

そのことが裏付けられた。しかし、土地の所有者は、自分の世代ではまとまって所有していて

も、子供達への相続で細分化するしかないと不安を口にしていた。中規模なタンクや大規模な

タンクでは、耕作地内で仮畦畔が張りめぐらされている状態を目にする事ができたし、畦の上

を歩いてもそれが決して仮のものではなく、相当年月が経っているような印象をもった。土地

の所有者に尋ねると、土地の細分化を望んで行っているわけでは無く、まわりがそうしている

ので他に方法が無いと思い込んでいるようであった。日本では、法律上子供達は平等に相続す

ることになっているが、遺言に記すことで細分化を防ぐ事ができる、あるいは相続人の間で協

議して土地分割を最小限にすることができるという説明をすると、「もし、スリランカでそれが

認められるなら試したい。」という返事であった。 

  灌漑局において現地調査で得られた感触全体を報告した際、この件について言及すると、出

席者から、「スリランカでも可能ではないだろうか。」というコメントを得た。土地所有につい

ては、日本でも私有財産の中でも非常に厄介な部分で、外部者が介入できるようなものではな

い。海外では言わずもがなであるが、相続や遺産協議の法的な裏付けを調査するのは、法律が

公文書であるから問題は無いと思われる。現状のまま農地の細分化を放置すれば、やがて耕運

機すら使いづらくなるであろう。これは、農耕での物理的な障害だけに留まらず、農民組合の

形骸化にもつながるであろう。本格調査ではこの件について調査して欲しい。 
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３－７－３ 留意すべき点 

  マハ期に農民組合は、稲作を計画するのが原則であると述べたが、調べてみるとマハ期（雨

期）に稲作予定地域内で畑作を計画する農民がいないわけではない。現地調査期間中にその圃

場を見学し、耕作者に質問することができた。その結果をもとに、本格調査で留意して欲しい

ことを書き記しておく。 

   その農民は、灌漑地区で水路の上流（殆ど水の取り入れ口に接している程近い地区）の水田

予定地を借りていた。下流側に水田が広がっているから、水田用として配水された水量を掛け

流すことが求められていた。そこで、借りた水田の中に畝を立て、畝と畝の間を水路として水

を流し続け、下流側に接続している水田に水を供給していた。自分の圃場内の畝と畝の間を流

れ続ける水は、栽培用と収穫した野菜洗浄用に利用していた。直射日光を遮り、かつ収穫物が

市場で売れるように蔓性の果菜類を棚作りで栽培し、その日陰を利用して畝に葉菜類を植えて

いた。葉菜類の葉の表面は昆虫の食害が見られたが、明らかに何らかの防除措置が取られた跡

があるのが分かったので、尋ねてみると、スリランカ国で言い伝えられている木の葉の絞り汁

を薄めて散布したとのこと。典型的な植物性有機農薬の適用で、食害を逓減したわけである。

葉菜類を栽培している畝の土壌を観察してみると有機質の残滓があるので、肥料は有機物を混

ぜて自分で作ったのかと訊いてみると、「そのとおりだ。」という返事であった。肥料は圃場に

置かず、自分の家の近辺で作るとのことであった。調査期間の制約上その肥料を見ることはで

きなかったが、葉菜類の生育を見る限り、未発酵に由来する障害は無かった。 

   また参考のために、葉菜類の収穫を終えた作物の根を見せてもらったが、根瘤病のような障

害も見られず、また根の一部が黒くなるようなことも無かったので、このまま続ければ有機農

業の認証も可能というレベルであった。「有機栽培を誰かに習ったのか。」と尋ねると、「自分が

学校で習ったことや、いろいろな書物や話を聞いて始めた。ただ、土作りに 6 カ月掛かったの
で大変だった。しかし、収入は水稲栽培に比べて 2倍なので十分に報われる。」という返事であ
った。この圃場を見学した際の印象を以下に挙げる。 

(1) 雨期でも野菜を栽培している農民はいる。 

(2) 雨期の野菜栽培は、水稲に比べて灌漑水量が少なくてよい。 

(3) 野菜栽培は、水稲に比べて高収入である。 

(4) 有機農業（レベルは問わないことにして）を実行しようとしている農民がいる。 

(5) 土地を借りて野菜栽培をしていても、農民組合には加入する意思がない。 

(6) 稲作を続けている農民は、野菜栽培をしたいという気持ちはあっても、土づくりに半年必

要なことに驚いて手を出そうとしない。 

(7) 形だけ真似て（畝と畝の間に水を流し続けた状態）、肥料は稲作のまま（化学肥料）で、

野菜栽培をしている農民は、見学地では見られなかった。 

(8) 有機農業的な野菜栽培を行っている農民は、野菜用の種子は全てハイブリッドだと思い

込んでいる様子であった。 

(9) 栽培した野菜を納入する業者から、種の供給が行われている模様。 

(10) コロンボの市場では、有機農産物として販売しているわけではない。 

稲作の有機栽培に比べて、野菜の有機栽培はさらに難しいというのが一般の説である。にも

かかわらず、スリランカ国ですでに実践している農民がいることに驚かされる。できた野菜を



 34 

みても、虫食いだらけで食用部分が少ない低レベルの状態ではなく、市場に並べても慣行農法

で作られた野菜と比べて遜色ない。食味についてはまだ改善の余地があるが、日本でも有機農

業の実践家で、味や香りまで出せる人は本当に限られているから、気にする程のことは無いと

思われる。そこで、本格調査では次の点を調べて欲しい。 

(1) 化学肥料の多量投入が続いている中で、収量の頭打ちと下流域への窒素の流出が問題と

なっているが、一部の肥料を有機質のものに置き換えることの可能性と、その場合の具体

的な方法と経済性（その地域で比較的手に入り易い材料で安価なもの）を検討する。肥料

の作成方法は、日本から微生物資材を持ち込むといったような安易な方法は採らないこと。

完全有機性の肥料でなくとも、化学肥料を一部分置き換えるといったような、採用し易い

方法を考える。大型機械やプラントが必要なものを避ける事は言うまでもない。 

(2) その肥料は圃場内や自宅の周辺、また個人で簡単に作ることができるのか、あるいは農

民組合の様に集団で作らないと無理なのかという点を明らかにする。 

(3) その肥料は稲作にしか適用できないのか、あるいは野菜や果樹用にも使用可能であるの

かについて調べる。 

(4) もし、野菜や果樹用に使用可能であれば、女性にもその肥料は作れるのかという点も検

討する。これは、日本での有機農業の基本は男性中心であり、一番難しくかつ重労働にな

っている部分、すなわち有機肥料の作製は、既存の参考文献を見る限り男性のみの作業に

なっているからである。野菜栽培では、どうしても家族の労働を集約的に用いないと経営

が難しいが、一番肝心な作業を女性が担うか、あるいは万が一の際に代替を務めることが

できないと野菜栽培は頓挫してしまう。逆に言えば、いくら作物にとって効果的な有機肥

料を完成したとしても、女性に扱いづらい（例えば、肥料の作製や散布に重労働を要する）

ものであったり、家族の健康が損なわれたり、家の周りで放し飼いにしている家禽類に有

害である場合には、その有機性の肥料の使用は躊躇せざるを得ない。 

(5) 稲作のような広い面積を防除するには難しいかもしれないが、野菜栽培のような小面積

では植物性や動物性の『農薬』が有効な場合がある。実際に見学した圃場では使用されて

いるし、案内してくれた灌漑技術者も伝統的な防除用の『薬』のもとになる植物を知って

いる。香料をあれだけ産出する国で、歴史的にも経験がある国だから、言い伝えで残され

てきたのだろう。伝統的な防除方法も含め、植物に由来する『農薬』の調査もして欲しい。

一方的な情報収集では、こういった特殊な技術について情報を得ることはなかなか難しい。

日本での経験（一番判り易いのは木酢。炭はスリランカ国でも作られており、身近な素材

として生活に利用されている）を話し、情報提供しながら相手からも情報を得るという、

相互的な意見交換が有効だろう。日本での参考文献を基礎に、現地で新たに考案するのも

一つの方法であろう。 

(6) 有機性肥料の作製にせよ、植物農薬にせよ、実際の経験を有していないと、情報を得る

にしろ、その技術を普及するにせよ、困難に直面するであろう。日本国内で得られる文献

を読んでも学問的に体系づけられていないし、肝心なところは伏せて書かれている。極端

な場合は正反対のことが書かれていることもある。大学で学ぶような『文献』を中心とし
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た方法では限界があると思う。有機農業を実践している人 （々その人達が、無料で技術を

公開してくれるかについては、疑問であるが）の応援を求めるのも 1つの方法かと思う。 

(7) 稲作用の種子については Agrarian department からさまざまな助言が得られるし、カンナ
会議では種子の手当て方法だけでなく、適正栽培品種や施肥基準についても説明される。

畑作用の種子については、どんな品目のものをどのように入手しているのか、現地調査中

には明らかにすることはできなかった。ただ、畑作物の生産については、大きな流れとし

ては 1998年にインド国との間で締結された free trade agreementの影響を受けているので
はないかと思われる。この点を考慮しながら、調査対象地域での畑作物に必要な種子の入

手と価格調査、ならびに生産した野菜類の販売価格や収益性について調査して欲しい。と

いうのも、畑作物のなかでも野菜類の種子は高価で、ハイブリッドタイプ（一代交配種）

のものが多い。栽培する農民も、国内消費用でかつ自家採種の可能なものは安価ではある

が、発芽率も悪く、食味も劣ると思っているかのように、種子業者から無原則に種子を買

い続けている（現地調査で聴取した野菜栽培農家の話）。 

  日本の種子生産の例では、熱帯性の野菜の種は最近日本に導入されたものが多く、殆ど品種

改良されていないか、改良されたとしても明らかに日本の独自のものであるという特質を示す

までに変更されているものは本当に少ない。スリランカ国ではないが、他国における実際に圃

場で実験した例を見ると、種子を買い続ける必要の無いものがあった。中には、新たに日本か

ら持ち込んだ種子よりも良好な発芽率を示したものや、発芽温度も改善されたものも見られ、

土着化が進んだとしか考えられない。収穫された果菜も、味も良く形も重さも申し分のない状

態に仕上がった。 

  野菜の種子は、ハイブリッドのものが中心であることは否定できないが、全部がハイブリッ

ドであるとの思い込みも行き過ぎではないか。 

  今回の現地調査では、タンク内水面での漁業の話は農民組合からは出なかった。利用の方法

についても、耕運機の普及前の時代に、乾期になって家畜をタンク内に入れて雑草や枯れ草を

食べさせ、雨期の始まりとともに残滓を下流側に放流し、清掃と水田への有機質の補給を兼ね

た方法の説明のみで、タンク内の魚を利用することについては話題にもならなかった。 

  しかし、中規模や大規模タンクでは、湖畔に陳列台を置き、魚を並べて販売している光景が

見られ、漁網も町中の店に売られていた。したがって、魚の採取と販売を生業としている人が

いるのは確かである。タンクに蓄えられた水を、灌漑水として利用する農民だけに調査対象を

限るなら片手落ちになるかもしれない。タンクに恩恵を被っている農民以外の人達の社会調査

も必要であろう。 
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土地改良区制度の仕組み 

 

1) 土地改良区の設立 

日本の土地改良区は一定地域における農業水利施設の新設、改良、管理、区画整理等の土地改

良事業を行うことを目的に土地改良法（1949年）に基づいて設立される団体である。 
  土地改良区は 15 人以上の農家が土地改良事業の受益地となる一定の地域を定め受益地内の農

家の 3分の 2以上の同意を取り付け、土地改良事業計画、定款を定めて県知事の認可を受けて設

立される。土地改良区が設立されると、地区内の組合員となる資格を有するものは、設立の同意

不同意に関係なくすべて組合員となり、組合員としての権利を有し義務を履行しなければならな

い。 

 

2) 主要な業務 

  土地改良区は灌漑排水施設の新設、改良や区画整理などの工事を実施することができる。その

工事で造成された灌漑排水施設や農道の管理を行なうことになっている。また、国営、都道府県

営事業により造成され管理委託又は譲与された灌漑排水施設等の管理を行うことができる。さら

に、土地改良事業の付帯事業として、農業集落排水事業、小規模発電事業、養魚、水資源涵養林

の育成等も実施することができる。 

 

3) 土地改良区の組織 

  土地改良区には図－1のような組織があり、詳細は以下のとおりである。 

(1) 総会 

    総会は土地改良区の意思決定を行う最高の議決機関である。理事、監事等の執行機関は総会

の意思決定に従って職務を遂行する。なお、組合員が 200人を超える土地改良区では総会の代
わりに総代会をおくことができ、総代は組合員の中から選挙によって選ばれる。総会は少なく

とも年 1回開催し、重要な議事は総組合員の 3分の 2以上が出席し出席者の 3分の 2以上、そ

の他の議事は総組合員の過半数が出席し出席者の過半数で決する。総会の議決を必要とする事

項は、定款の変更、規約又は管理規程の設定・変更、収支予算、事業報告書・収支決算書・財

産目録の承認、賦課徴収の方法等である。 

 

付属資料－5 



 

(2) 理事・監事  

土地改良区の業務を円滑に行うため、理事・監事を選出することになっている。理事は 5人

以上、監事は 2人以上で、理事の 5分の 3以上、監事の 2分の 1以上は組合員でなければなら

ない。役員の選出方法は定款で定められており、選挙または選任による。役員の任期は原則 4

年である。理事は定款の定めにより土地改良区を代表し、法令・定款・規約等の諸規則及び総

会の議決を遵守し職務を遂行しなければならない。また、理事は収支予算の執行状況並びに財

産、借入金その他の財務等を組合員に公表しなければならない。 

一方、監事は理事の職務遂行について監査する権限を有し、土地改良区の業務、会計経理及

び財務の管理状況並びに理事の権限行使を監査し、その結果を総会及び理事会に報告し意見を

述べる。 

 

(3) 補助機関 

理事会の補助機関として運営委員会等の委員会を置いている。各委員会には担当理事を定め

ている。さらに、理事は土地改良区の業務運営を円滑にするため職員（事務局）をおくことが

できる。 

 

 

 

組 合 員 

総   会 

理 事 会 監 事 会 

事務局 

事務局長  

庶務会計係、工事係、管理係等 

委員会 

運営委員会、工事委員会、 

用排水調整委員会 

出典：「土地改良区の運営の仕組み」より著者が作成 

図－1 土地改良区の組織体系 



4) 土地改良区の諸規則 

  土地改良区には図－2のような諸規則があり、詳細は以下のとおりである。 

 
(1) 定款 

定款は土地改良区の組織及び活動に関する根本的原則で設立の際の必須用件である。絶対的

必要記載事項は、名称及び認可番号、地区、事業、事務所の所在地、経費の分担に関する事項、

役員の定数・任期・職務の分担及び選挙に関する事項、事業年度、公告の方法である。 

 

(2) 規約 

規約は土地改良区の管理、運営を合理的にかつ適正に進めるための準則で、総会の議決によ

り定めることができる。規約は定款のように土地改良区の必須の要件ではない。規約は、総会、

業務の執行及び会計、役員、組合員、その他の必要な事項について定めることができる。 

 

(3) 諸規程 

諸規程は土地改良区が定款及び規約に基づき運営上必要な事項を規程するものである。諸規

程には、制定が必要な会計細則と監査細則及び必要に応じて制定する職員給与に関する規程、

委員会規程、積立金の管理運用規程等がある。 

 

(4) 維持管理計画書 

維持管理計画書は、土地改良区が施設の維持管理を行う際の拠り所となるもので、総会の議

決を経て定められる。本計画書は、用水路名、水路長、取水地点、取水量、取水時期、取水方

法等について定めている。 

 

 

定 款 

維持管理計画書 

管理規程 

規 約 

 

諸規程 

会計細則 

監査細則 

職員給与に関する規程、 

委員会規程、 

積立金の管理運用規程等 

出典：「土地改良区の運営の仕組み」より著者が作成 

図－2 土地改良区の諸規則 



(5) 管理規程 

管理規程はダムその他のえん堤（頭首工を含む）の維持管理を行うときに、総会の議決を経

て、知事に申請し認可を得る必要がある。 

 

5) 土地改良区の規模・財政 

(1) 規模 

    2003年 3月末現在、全国の土地改良区の数は 6,354地区あり、その面積は約 290万 ha、組合

員数は約 415万人である。1つの土地改良区の平均面積は約 460haで平均組合員数は約 650人

である。面積別では、100ha 未満の土地改良区が 41％を占め、1,000ha 以上の地区は 11％であ

る。組合員数別では、300人未満の地区が 57％を占め、1,000以上の地区は 14％である。 

 

(2) 賦課  

  土地改良区は定款の定めるところにより、組合員に対し金銭、夫役又は現品を賦課徴収する

ことができる。賦課に当たっては、地積・用水量その他の客観的指標により当該土地が受ける

利益を勘案して公平でなければならない。 

なお、土地改良区は組合員が賦課金の滞納があった場合、地方税の滞納処分に準じて強制執

行によって滞納処分を行なうことができる。 

 

(3) 財政 

    1 つの土地改良区の財政規模は、平均 128,143 千円である。単位面積あたりの維持管理に係

る支出入は、収入は組合員から徴収する経常賦課金は 3,108円/10a、支出は運営費（運営事務費、

役員報酬、職員人件費）は 2,462円/10a、維持管理費（整備補修費、電力費、人件費等）は 2,138

円/10aなどである。収入には賦課金の他に補助金や助成金などがある。 
 

6) 土地改良区の関連組織と監督 

(1) 土地改良区と全国土地改良事業団連合会 

土地改良区の協同組織として、土地改良法に基づき都道府県土地改良事業団連合会及び全国

土地改良事業団連合会が設立されている。これらの連合会の目的は土地改良事業の適切かつ効

率的な実施及び土地改良区の共同の利益の増進を図ることである。 

 

（2）土地改良区の下部組織 

土地改良区の下部組織として農家の自主的な規範により運営される管理組合がある。土地改

良区が幹線水路や支線水路を管理するのに対して、管理組合はそれらから分岐する小水路を管

理する。管理組合は長年の水利用を通じて形成されたもので、地域によって規模は異なるが一

般的に 50ha程度で 50～60農家が一組織となっている場合が多い。 
 

(3) 国等による監督 

農林水産大臣又は都道府県知事は、土地改良区が法律、定款等に基づいて適正に運営されて

るように、業務及び会計内容について報告を求め検査を行うことができ、法律等に違反すると

認められた場合には業務改善命令を発することができる。 



7) 農民支援体制 

  日本の農民を支援する体制は、土地改良区だけでなく、以下のような農業協同組合等様々な組

織や制度がある。 

(1) 農業協同組合 

    農産物の集出荷・販売、肥料・農薬等の共同購入、品種の推奨、営農資金の貸付・資金の預

かり、日常生活の支援（ガソリンやガス等の販売、自動車損害保険、日常生活に必要な保険等）

を行っている。 

 

(2) 農業共済 

    農業共済は農民が共済掛け金を積み立て、災害による減収が発生した場合、共済金を受け取

る保険である。 

 

(3) 農業委員会 

    農業委員会の目的は農業生産力の発展、農業経営の合理化、農民の地位向上を目的とする。

具体的には農地転用の許可、農業経営・技術の改良・普及等である。 

 

(4) 農林漁業金融公庫 

    農林漁業金融公庫は政府が全額出資する政府系金融機関で、農林水産業を対象に長期・低利

資金を融資し、生産基盤の整備や経営の改善を支援する。 

 

(5) 都道府県農業改良普及所 

    都道府県農業改良普及所は地域の農業の技術の改良と新技術の普及を行う。 

 

(6) 都道府県農業試験場 

    都道府県農業試験場は地域に密接した新しい農業技術の開発を行う。 

 

(7) 食糧管理制度 

 食糧管理制度は、食糧不足が深刻な第二次世界大戦中（1942 年）に制定された。本制度は、

米を国民に安定して供給できるように、政府が生産者から高い価格で買い入れ、消費者に安い

価格で売りわたすものである。本制度により、生産者は、国の高価買い入れ保証のもと安定し

た米作りを続けることができた。なお、本制度は 1995年に廃止されている。 
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